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は
じ
め
に

　

延
暦
年
間
後
半
の
仏
教
政
策
に
つ
い
て
は
、
主
に
、
最
澄
・
空
海
と
の
関
係
に
お
い
て

語
ら
れ
る
も
の
が
多
く）1
（

、
特
に
、
桓
武
天
皇
が
僧
を
統
制
す
る
た
め
に
出
し
た
仏
教
政
策

に
つ
い
て
は
、
専
論
が
少
な
い
。
こ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
延
暦
年
間
後
半
の
仏
教
政
策

を
桓
武
天
皇
の
僧
綱
へ
の
対
応
を
主
眼
と
し
て
注
目
し
た
い
。

　

ま
ず
、
延
暦
年
間
を
通
し
て
の
仏
教
政
策
に
つ
い
て
は
、
特
に
桓
武
天
皇
は
延
暦
三
年

（
七
八
四
）
の
長
岡
京
遷
都
の
際
に
、
南
都
寺
院
の
移
転
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の

治
世
は
、
一
貫
し
て
仏
教
へ
は
冷
淡
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
き
た）2
（

。
し
か
し
そ
の
後
、
延
暦

年
間
の
仏
教
政
策
は
、
前
半
期
と
後
半
期
に
お
い
て
変
化
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。「
自
己
の
統
率
下
に
置
く
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
て
、
仏
教
を
嫌
っ
て
い
た

訳
で
は
な
」
く
、「
逆
に
後
半
生
に
お
い
て
は
怨
霊
問
題
も
あ
り
、
仏
教
に
傾
倒
し
て
い

く
」
と
解
説
さ
れ
る）3
（

。

　

実
際
に
『
続
日
本
紀
』
や
『
日
本
後
紀
』
な
ど
の
国
史
か
ら
仏
教
関
連
の
記
事
を
通
し

て
見
て
い
く
と
、
特
に
寺
・
僧
へ
の
経
済
面
に
お
い
て
、
光
仁
朝
で
は
優
遇
と
冷
遇
の
双

方
の
仏
教
政
策）4
（

が
見
ら
れ
る
が
、
延
暦
年
間
前
半
で
は
冷
遇
と
い
う
べ
き
仏
教
政
策
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
し
か
し
後
半
期
は
優
遇
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
賜
物
記
事
が
多
く
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
前
半
期
と
後
半
期
の
明
確
な
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
一
致
を

見
て
い
な
い
が
、
桓
武
天
皇
の
治
世
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
変
化
が
あ
る
こ
と
は
確
か
だ

ろ
う
。

　

変
化
を
論
ず
る
各
説
を
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
高
橋
丈
夫
氏）5
（

が
、
ⅰ
即
位
（
七
八
一
）
か

ら
延
暦
四
年
（
七
八
五
）、
ⅱ
延
暦
五
年
（
七
八
六
）
か
ら
延
暦
十
三
年
（
七
九
四
）
ま
で
、

ⅲ
延
暦
十
四
年
（
七
九
五
）
か
ら
延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
ま
で
の
三
期
に
変
化
が
あ
る

と
し
て
、
分
類
す
る
。
舟
ケ
崎
正
孝
氏）6
（

は
長
岡
京
か
ら
平
安
京
へ
の
遷
都
が
行
わ
れ
た
延

暦
十
三
年
を
境
と
す
る
。
宝
亀
・
延
暦
年
間
を
通
じ
て
、
三
十
六
年
間
で
出
さ
れ
た
、
五

十
余
件
の
仏
教
政
策
の
要
素
を
分
類
し
た
結
果
、
光
仁
朝
に
見
ら
れ
る
僧
尼
の
資
質
に
関

し
て
の
政
策
が
、（
延
暦
年
間
前
半
期
に
は
少
な
い
が
）
延
暦
年
間
後
半
期
に
集
中
し
て

み
ら
れ
る
事
が
理
由
と
す
る
。
堀
裕
氏
は
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
に
仏
教
と
神
祇
に
統

制
と
育
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
廟
堂
の
変
化
と
一
致
す
る
と
す
る）7
（

。
他
に

も
朝
枝
善
照
氏
は
延
暦
二
十
一
年
（
八
〇
二
）
前
後
で
区
切
り
が
あ
る
と
し
、
賜
物
が
急

増
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る）8
（

。
前
半
期
と
後
半
期
に
差
が
見
ら
れ
る
見
解
と
、
延
暦
二
十

一
年
で
変
化
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
神
祇
政
策
と
の
連
関
を
理
由
に
延
暦
十
七

年
説
が
出
て
き
て
い
る
。
説
得
的
で
は
あ
る
が
、
地
方
の
僧
官
政
策
を
主
に
取
り
上
げ
る

に
留
ま
り
、「
僧
俗
分
離
か
ら
よ
り
厳
し
い
教
学
試
験
に
合
格
し
た
僧
侶
の
任
用
へ
と
方

針
を
転
換
し
た
」
理
由
を
明
示
し
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
。

　

本
稿
で
注
目
す
る
延
暦
年
間
後
半
の
様
相
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
、
最
澄
・
空
海

と
の
関
係
を
主
眼
と
し
て
語
ら
れ
る
。
桓
武
天
皇
は
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
頃
か
ら
後

に
天
台
宗
の
祖
と
な
る
最
澄
を
側
に
置
き
は
じ
め
る）9
（

。
最
澄
は
数
年
後
に
遣
唐
使
と
し
て

唐
に
派
遣
さ
れ
、
各
宗
の
祖
と
も
さ
れ
る
天
台
宗
を
開
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ

ら
の
桓
武
天
皇
の
対
応
は
、
梵
釈
寺
の
草
創
な
ど
、
そ
れ
以
前
に
も
行
っ
て
い
る
仏
教
へ

の
対
応
と
の
連
関
な
ど
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い）10
（

。
桓
武
天
皇
が
専
制
と
言
わ
れ
る
ほ

ど
の
権
力
を
持
ち）11
（

、
治
部
省
・
僧
綱
を
通
じ
て
自
身
の
意
図
を
反
映
さ
せ
た
政
策
を
推
進

延
暦
年
間
後
半
に
お
け
る
仏
教
政
策
の
展
開

│
│ 

主
に
桓
武
天
皇
と
施
暁
の
関
係
を
契
機
と
し
て 
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し
て
い
た
こ
と
は
事
実
と
言
え
る
が
、
そ
の
政
策
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
の
合
理
的

な
説
明
が
不
足
し
て
い
る）12
（

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
ま
ず
、『
類
聚
国
史
』
一
八
七
度
者
、
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
正
月
庚
午
条

に
あ
る
施
暁
と
い
う
僧
侶
の
奏
上
に
注
目
し
つ
つ
考
察
を
行
う
。
こ
の
奏
上
と
時
期
を
同

じ
く
す
る
い
く
つ
か
の
変
化
に
目
を
配
り
、
段
階
的
な
変
化
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
こ
と
を
示
す
。
更
に
施
暁
と
の
関
り
に
よ
っ
て
、
桓
武
天
皇
が
新
た
な
教
義
の
追
究

の
必
要
性
を
認
識
し
た
た
め
に
、
最
澄
・
空
海
ら
を
遣
唐
使
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
に
つ

な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
は
最
澄
や
空
海
と
の
関
わ
り
が
注
目
さ
れ
る
余
り
、
彼
ら
が
持
ち
帰
っ
た
教

義
が
桓
武
や
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら

を
留
学
僧
と
し
て
派
遣
す
る
に
あ
た
っ
て
の
素
地
と
し
て
、
桓
武
天
皇
自
身
が
救
わ
れ
う

る
教
え
の
追
究
と
い
っ
た
要
求
も
想
定
す
べ
き
と
考
え
る
。

一
、
延
暦
年
間
半
ば
の
賜
物
の
増
加
に
つ
い
て

　
　

│
『
類
聚
国
史
』
延
暦
十
一
年
正
月
庚
午
条
を
中
心
に
│

　

延
暦
年
間
の
仏
教
へ
の
優
遇
政
策
と
思
わ
れ
る
事
象
の
一
つ
と
し
て
、
中
期
に
お
け
る

賜
物
の
増
加
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
節
で
は
現
在
残
る
史
料
の
内
か
ら
、
深
く
関
係
す
る
と

思
わ
れ
る
奏
上
を
読
み
解
く
。

　
『
類
聚
国
史
』
延
暦
十
一
年
正
月
庚
午
条
に
あ
る
僧
侶
施
暁
の
奏
上
は
、
奏
上
者
の
個

人
名
が
残
る
貴
重
な
例
で
あ
る
。
ま
た
、
大
方
が
詔
勅
で
出
さ
れ
る
延
暦
年
間
の
仏
教
政

策
の
内
で
、
数
少
な
い
奏
上
に
よ
る
仏
教
政
策
で
あ
る
。

　

延
暦
年
間
に
出
さ
れ
た
仏
教
政
策
を
見
て
い
く
と
、
天
皇
が
詔
勅
と
い
う
形
式
で
直
接

に
命
令
を
出
し
た
例
が
大
半
（
表
一
参
照
）
で
あ
る
。
ま
た
『
日
本
後
紀
』
の
欠
失
部
分

も
存
在
し
、
そ
の
部
分
の
正
確
な
政
策
数
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
大
臣
や
大
納
言
の
宣

で
あ
っ
て
も
、「
奉p

勅
」
で
始
ま
る
形
式
が
ほ
と
ん
ど
で
、「
案
内
」
を
検
討
す
る
例
は

少
な
い
。
現
存
す
る
五
十
六
件
の
政
策）13
（

（
表
一
参
照
）
の
内
、「
僧
綱
言
」
や
「
僧
綱
請
」、

「
治
部
省
解
」
で
始
ま
る
、
僧
や
僧
綱
、
治
部
省
が
申
上
し
た
り
、
太
政
官
符
が
元
で
あ
っ

た
り
す
る
政
策
は
八
件
の
み
で
、全
体
の
七
分
の
一
で
あ
る
。そ
の
理
由
は
、『
続
日
本
紀
』

延
暦
四
年
五
月
己
未
条
に

己
未
、
勅
曰
、
出
家
之
人
、
本
事w

行
道z

今
見w

衆
僧a

多
乖w

法
旨a

或
私
定w

檀

越a

出-w

入
閭
巷z

或
誣-w

称
仏
験a

詿-w

誤
愚
民z

非i

唯
比
丘
之
不t

愼w

教
律a

抑
是
所
司
之
不p

勤w

捉
搦q

也
。
不p

加w

厳
禁a

何
整w

緇
徒z

自p

今
以
後
、
如
有w

此
類a

擯-w

出
外
国a

安-w

置
定
額
寺z

　

と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
僧
尼
が
乱
れ
て
い
る
の
は
、
仏
教
関
係
の
所
司
の
怠
慢
に
あ
る

と
、
桓
武
が
考
え
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
所
司
は
、
玄
蕃
寮
・
治
部
省
な
い
し
国
司

な
ど
と
す
る
解
釈
と
僧
綱
を
含
む
解
釈
が
あ
る）14
（

。『
養
老
僧
尼
令
』
が
存
在
す
る
こ
と
か

ら
、
僧
綱
を
含
む
僧
侶
は
官
人
の
一
種
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
後
、
僧
綱
が
僧

尼
統
制
に
携
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
僧
綱
を
含
む
も
の
と
解
釈
し
た
い）15
（

。
と
も
か

く
、
桓
武
天
皇
が
延
暦
四
年
時
点
で
、
僧
侶
を
統
制
す
る
能
力
を
持
つ
人
物
を
従
え
て
い

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
更
に
僧
綱
の
任
命
は
こ
の
前
後
に
二
人
の
増
員
が
行
わ
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
遷
都
に
関
わ
る
も
の
だ
と
、
西
口
順
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る）16
（

。
同

時
に
そ
れ
ま
で
の
所
司
に
不
足
が
あ
る
た
め
の
僧
綱
の
増
員
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。

　

以
下
に
示
す
奏
上
の
よ
う
な
、
詔
勅
以
外
の
仏
教
政
策
は
、
天
皇
が
一
部
改
変
を
加
え

な
が
ら
、
認
可
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
次
に
示
す
延
暦
十
一
年
の
奏
上
は
、

施
暁
が
、
伝
燈
大
法
師
位
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
僧
綱
の
一
員
で
は
な
い
時
点
で
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
施
暁
が
所
司
の
内
に
は
含
ま
れ
な
い
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
た

い
。
奏
上
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

『
類
聚
国
史
』
一
八
七
度
者　

延
暦
十
一
年
正
月
庚
午
条

十
一
年
正
月
庚
午
。
傳
燈
大
法
師
位
施
暁
奏
曰
。『
①
竊
以
。
真
理
無p

二
、
帝
道
亦

一
。
敷
化
之
門
是
異
、
覆
載
之
功
乃
同
。
故
衛-w

護
萬
邦a

唯
資w

於
仏
化z

弘-w

隆

三
宝a
靡p
非w

帝
功z

②
夫
門
釈
侶
、
三
界
旅
人
、
離p

国
離p

家
、
無p

親
無p

族
。

或
坐w

山
林q
而
求p

道
、
或
蔭w

松
栢q

而
思p

禅
。
雖p

有p

避p

世
、
出p

塵
之
操
、

不p

忘w

護p

国
利p
人
之
行z

而
粮
粒
罕p

得
、
飢
餓
常
切
。
③
伏
望
以w

本
寺
供a

給w
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凡
例

形
式

記
事
の
始
め
の
書
式
（
詔
・
勅
・
言
・
請
・
そ
の
他
動
詞
（
令
・
廃
・
制
な
ど
））

（ 

）
内
の
人
名
は
当
時
の
大
臣
・
大
納
言
等
、
宣
じ
た
り
、
言
上
し
た
り
し
た
人
物
名
。

史
料
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
註
記

灰
色
部
分
は
、
仏
教
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
、
天
皇
が
詔
勅
内
で
述
べ
て
い
る
例

主
な
政
策

灰
色
部
分
は
、『
日
本
後
紀
』
欠
失
部
分

表
一　

光
仁
・
桓
武
朝
の
仏
教
政
策

引
用

史
料

主
な
政
策

年

月

日

政　
　

策　
　

内　
　

容

出　

典　

史　

料

形　

式

１

宝
亀
１

七
七
〇

10

丙
辰

28

僧
綱
の
言
に
よ
り
、
山
林
修
行
を
許
す
。

『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
６
僧
尼
雑
制

僧
綱
言

２

宝
亀
２

閏
３

壬
寅

15

僧
綱
が
威
儀
法
師
六
人
を
置
く
こ
と
を
請
う
。

『
続
日
本
紀
』

『
扶
桑
略
記
』

僧
綱
請

〇

十
禅
師
の
優
待

３

宝
亀
３

３

丁
亥

６

十
禅
師
の
優
待
。

『
続
日
本
紀
』

詔

〇

４

３

21
〔
3
〕
の
実
行
指
示
。
十
禅
師
の
給
米
を
定
め
る
。

＊ 

施
暁
の
師
光
信
も
給
米
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
三

勅

僧
綱
の
賦
物
を

定
め
る

５

宝
亀
４

11

16

行
基
の
寺
六
院
に
供
養
を
充
て
る
。

＊ 
施
暁
の
師
光
信
は
行
基
の
寺
を
附
さ
れ
た
人
物
な
の
で
、〔
3
〕・〔
4
〕
と

も
関
係
す
る
か

『
類
聚
三
代
格
』
十
五

勅

６

閏
11

辛
酉

21

僧
綱
の
賦
物
を
定
め
る
。
実
質
的
に
僧
綱
給
の
低
下
。

『
続
日
本
紀
』

『
扶
桑
略
記
』
で
は
閏
十
一
月

詔

７

宝
亀
５

３

３

四
天
王
寺
に

像
を
造
る
。
新
羅
に
対
す
る
た
め
。

『
類
聚
三
代
格
』
二

内
大
臣
宣

勅

（
藤
良
継
）

８

宝
亀
６

11

丁
酉

７

風
雨
被
害
に
よ
る
、日
向
・
薩
摩
の
今
年
の
調
庸
の
免
（
寺
神
の
戸
を
限
ら
ず
）。
『
続
日
本
紀
』

大
宰
府
言

宝
亀
７

宝
亀
８

宝
亀
９

９

宝
亀
10

８

庚
申

23

僧
尼
の
存
亡
と
住
処
在
不
を
報
告
さ
せ
る
。

『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
６
僧
尼
雑
制

治
部
省
奏



W
A

SED
A

 R
ILA

S JO
U

R
N

A
L

（76）377

引
用

史
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10

８

癸
亥

26

在
京
の
国
分
寺
僧
尼
を
本
国
に
帰
す
。

『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
６
僧
尼
雑
制

治
部
省
言

11

９

癸
未

17

死
亡
の
僧
尼
の
名
を
冒
称
す
る
者
を
処
分
す
る
。

『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
６
僧
尼
雑

制
・
１
８
７
度
者

勅

12

宝
亀
11

１

乙
酉

19

大
赦
の
一
部
。
寺
家
も
含
め
た
正
税
の
未
納
を
許
す
。

『
続
日
本
紀
』

詔

13

１

丙
戌

20

僧
侶
の
怠
慢
や
不
正
を
た
だ
す
。

『
続
日
本
紀
』

詔

14

６

戊
戌

５

秋
篠
寺
の
寺
封
の
年
限
を
天
皇
一
代
限
り
に
定
め
る
。（『
類
聚
三
代
格
』
は
十

六
日
条
）

『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
６
僧
尼
雑
制

『
類
聚
三
代
格
』
八

内
大
臣
宣

勅

（
藤
魚
名
）

15

12

甲
午

４

墳
墓
を
破
壊
し
て
寺
院
の
石
材
に
用
い
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
０
諸
寺

勅

16

天
応
元

１

辛
酉

１

去
年
許
し
た
神
・
寺
の
封
租
は
正
税
で
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
を
定
め
る
。

『
続
日
本
紀
』

詔

造
法
華
寺
司
を

停
止

17

延
暦
元

七
八
二

４

癸
亥

11

造
法
華
寺
司
を
停
止
す
る
。

『
続
日
本
紀
』

詔

18

延
暦
２

４

甲
戌

28

国
分
寺
僧
の
死
闕
に
よ
る
交
替
を
厳
に
す
る
こ
と
を
命
じ
る
。

『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
７
度
者

『
類
聚
三
代
格
』
三

『
政
事
要
略
』

大
納
言
宣

案
内

（
藤
是
公
）

19

６

乙
卯

10

京
畿
に
私
に
道
場
を
造
営
す
る
こ
と
と
田
宅
園
地
の
施
入
売
易
を
禁
じ
る
。

『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
０
諸
寺

『
類
聚
三
代
格
』
巻
19
禁
制
事

勅

20

11

己
卯

６

僧
尼
の
悔
過
に
音
を
用
い
る
事
を
定
め
る
。

『
扶
桑
略
記
』

『
類
聚
三
代
格
』
三

勅

21

12

戊
申

６

銭
財
の
私
出
挙
、
特
に
諸
寺
の
利
潤
を
む
さ
ぼ
る
行
為
を
厳
禁
す
る
。

『
続
日
本
紀
』

大
政
官
符

勅

長
岡
京
遷
都

（
十
一
月
）

22

延
暦
３

12

庚
辰

13

王
臣
家
や
寺
家
の
山
林
の
独
占
を
禁
止
す
る
。

『
続
日
本
紀
』

詔

〇

早
良
親
王
薨
去

23

延
暦
４

５

己
未

25

教
律
に
従
わ
な
い
僧
侶
の
処
罰
を
命
じ
る
。
所
司
の
怠
慢
も
指
摘
。
京
か
ら
の

擯
出
を
指
示
す
る
。

『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
三
代
格
』
三

勅
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史
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有
徳
の
僧
尼
を

顕
彰

24

７

癸
丑

20

修
行
に
励
む
僧
尼
の
名
を
申
上
さ
せ
る
。

＊
天
下
安
寧
に
は
釈
教
の
神
力
に
よ
る
と
の
表
現
あ
り
。

『
続
日
本
紀
』

勅

梵
釈
寺
造
立

25

延
暦
５

１

壬
子

21

梵
釈
寺
を
造
る
。

『
扶
桑
略
記
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
０
諸
寺

『
類
聚
三
代
格
』
三

造

26

３

６

威
儀
法
師
の
定
員
は
六
人
と
定
め
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
三

『
七
大
寺
年
表
』

治
部
省
解

延
暦
６

27

延
暦
７

４

９

僧
位
の
俗
位
相
当
を
定
め
る
。

＊
僧
を
官
人
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

『
七
大
寺
年
表
』

治
部
省
解

造
東
大
寺
司
廃

止

28

延
暦
８

３

戊
午

16

造
東
大
寺
司
を
廃
止
す
る
。

『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
０
諸
寺

廃

29

延
暦
９

閏
３

壬
午

16

延
暦
三
年
以
前
の
正
税
の
未
納
・
調
庸
の
未
納
を
許
す
。
神
寺
の
稲
も
准
じ
さ

せ
る
。

『
続
日
本
紀
』

詔

30

９

丙
子

13

京
畿
の
田
租
を
免
ず
る
。
神
寺
の
租
も
准
じ
さ
せ
る
。

『
続
日
本
紀
』

詔

31

延
暦
10

６

甲
寅

25

前
の
詔
で
、
寺
家
に
山
野
を
し
め
る
こ
と
を
禁
じ
た
と
あ
る
の
が
引
用
さ
れ
て

い
る
。
延
暦
三
年
十
二
月
庚
辰
詔
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
、
山
背
国
の
山
野
の
公

私
の
別
を
明
確
に
さ
せ
る
。

『
続
日
本
紀
』

勅

〇

延
暦
十
一
年
一

月

32

延
暦
11

１

庚
午

15

施
暁
の
奏
上
。
山
林
で
修
行
す
る
僧
侶
に
対
す
る
給
粮
と
、
秦
刀
自
女
ら
の
得

度
許
可
を
求
め
る
。
と
も
に
許
可
。

『
類
聚
国
史
』
１
８
７
度
者

『
日
本
逸
史
』

僧
綱
奏

（
施
暁
）

33

延
暦
12

４

丙
子

28

漢
音
を
習
っ
て
い
な
い
年
分
度
者
を
得
度
さ
せ
な
い
こ
と
を
定
め
る
。

『
類
聚
国
史
』
１
８
７
度
者
・『
日

本
紀
略
』

『
日
本
逸
史
』

制

34

７

辛
卯

15

雑
色
田
の
一
部
で
あ
る
寺
田
も
停
止
さ
れ
、
代
替
の
土
地
は
な
し
。

『
類
聚
国
史
』
１
５
９
口
分
田
・

１
８
２
寺
田
地

『
日
本
逸
史
』

制

平
安
京
遷
都

延
暦
13

〇

35

延
暦
14

４

庚
申

23

僧
尼
の
多
く
が
法
旨
に
乖
き
、
外
国
に
擯
出
す
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
さ
ら
に

多
く
が
違
犯
し
て
い
る
た
め
、
僧
綱
に
僧
尼
の
取
り
締
ま
り
を
厳
し
く
す
る
よ

う
に
求
め
る
。

＊
僧
綱
が
指
示
す
れ
ば
従
う
は
ず
と
す
る
。

『
類
聚
国
史
』
１
８
６
僧
尼
雑

制
・『
日
本
紀
略
』

『
日
本
逸
史
』

勅
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36

４

甲
子

27

寺
に
土
地
を
捨
施
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
久
し
い
が
、
他
の
名
で
あ
っ
て
も
実

際
は
寺
の
物
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
田
宅
・
園
池
の
寺
へ
の
寄
進
・
売
却
を
禁

止
す
る
。

『
類
聚
国
史
』
79
禁
制
・
１
８
２

施
入
物

『
日
本
逸
史
』

勅

37

７

癸
未

18

使
い
を
七
大
寺
に
遣
わ
し
て
、
常
住
の
見
僧
尼
を
監
督
さ
せ
る
。

『
類
聚
国
史
』
１
８
０
諸
寺

『
日
本
逸
史
』

遣

38

閏
７

乙
卯

21

官
家
功
徳
分
封
租
の
進
官
を
停
止
し
、
例
に
よ
り
収
納
さ
せ
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
八

『
日
本
逸
史
』

右
大
臣
宣

勅

（
藤
継
縄
）

39

８

丙
子

13

諸
国
の
国
師
を
講
師
と
改
称
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
内
容
。
読
師
に
は
国
分
寺

僧
を
序
列
に
よ
っ
て
任
命
す
る
こ
と
を
定
め
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
三

大
納
言
宣

案
内

（
藤
園
人
）

〇

40

９

己
酉

15

梵
釈
寺
に
清
行
の
禅
師
十
人
を
置
き
、
中
に
三
綱
も
含
め
る
。
近
江
国
の
水
田

百
町
・
下
総
国
の
食
封
五
十
戸
・
越
前
国
の
五
十
戸
を
施
し
て
、
修
理
・
供
養

の
費
用
に
充
て
る
。

『
類
聚
国
史
』
１
８
０
諸
寺
・
１

８
２
寺
田
地
・『
日
本
紀
略
』

『
類
聚
三
代
格
』
十
五

『
日
本
逸
史
』

詔

（
三
代
格
で
は

勅
）

41

11

乙
卯

22

諸
国
に
お
け
る
七
大
寺
の
出
挙
稲
（
利
稲
が
寺
の
経
費
に
充
て
ら
れ
た
）
の
減

省
を
指
示
す
る
。

『
類
聚
国
史
』
１
８
２
施
入
物

『
日
本
逸
史
』

公
卿
奏

42

延
暦
15

３

庚
戌

19

北
辰
祭
を
禁
止
す
る
。
違
犯
の
僧
侶
は
綱
所
に
送
る
（
僧
綱
の
執
務
所
へ
通
知

す
る
）
と
あ
る
。

『
類
聚
国
史
』
神
祇
10
雑
祭

『
日
本
逸
史
』

勅

延
暦
一
五
年
六

月

43

３

丙
辰

25

諸
国
定
額
寺
へ
の
資
財
は
国
司
・
三
綱
・
檀
越
が
共
に
検
行
す
る
。
三
綱
は
檀

越
衆
僧
の
請
い
に
よ
り
国
司
が
任
じ
る
。
寺
家
の
破
壊
な
ど
は
檀
越
衆
僧
を
推

問
し
、
法
に
よ
っ
て
罪
す
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
三

『
政
事
要
略
』
56

『
弘
仁
格
抄
』
16

『
日
本
逸
史
』

右
大
臣
宣

勅

（
藤
継
縄
）

44

延
暦
16

２

己
未

２

諸
尼
の
競
っ
て
法
華
寺
に
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
三

『
弘
仁
格
抄
』
16

『
日
本
逸
史
』

大
納
言
宣

勅

（
紀
古
佐
美
）

延
暦
一
六
年
四

月

45

８

甲
子

11

諸
国
の
講
師
が
造
寺
以
外
、
寺
の
庶
務
処
理
や
僧
尼
の
糾
正
を
行
う
べ
き
こ
と

を
指
示
す
る
。
従
わ
な
い
場
合
科
断
す
る
。

『
類
聚
国
史
』
１
８
６
僧
尼
雑
制

『
日
本
逸
史
』

勅

46

延
暦
17

１

辛
丑

20

諸
国
の
定
額
寺
の
資
財
帳
を
官
に
進
上
す
る
こ
と
の
停
止
を
定
め
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
三

『
日
本
逸
史
』

大
納
言
宣

勅
（
神
王
）
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47

４

乙
丑

15

年
分
度
者
は
三
十
五
歳
以
上
な
ど
の
選
定
基
準
を
さ
だ
め
、
僧
侶
が
戒
律
を
守

る
べ
き
事
を
指
示
す
る
。

『
類
聚
国
史
』
１
８
６
僧
尼
雑

制
・
１
８
７
度
者

『
日
本
逸
史
』

勅

48

４

15

僧
侶
を
教
正
す
べ
き
こ
と
。
僧
侶
が
戒
律
を
守
る
べ
き
事
を
指
示
す
る
。

＊
様
々
な
僧
が
い
る
こ
と
が
前
提
の
文
言
。

『
類
聚
三
代
格
』
三

『
日
本
逸
史
』

大
納
言
宣

勅
（
神
王
）

49

６

壬
辰

14

僧
綱
・
十
五
大
寺
の
三
綱
・
法
華
寺
の
鎮
を
定
め
、
童
子
の
食
を
充
て
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
三

『
政
事
要
略
』

『
日
本
逸
史
』

大
納
言
宣

勅
（
神
王
）

50

７

乙
亥

28

藤
原
園
人
に
平
城
旧
都
内
の
寺
院
・
僧
侶
の
取
締
を
命
令
す
る
。

『
類
聚
国
史
』
１
８
６
僧
尼
雑
制

『
日
本
逸
史
』

勅

９

乙
卯

９

僧
位
を
俗
位
に
相
当
す
る
。

『
日
本
逸
史
』

治
部
省
解
、

僧
綱
解

〇

51

９

壬
戌

16

法
相
宗
・
三
論
二
宗
が
並
び
行
わ
れ
る
こ
と
を
望
む
。
法
相
宗
の
み
栄
え
て
、

三
論
の
衰
え
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
た
め
。

＊
僧
綱
の
指
導
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
と
す
る
。

『
日
本
逸
史
』

詔

52

９

癸
亥

17

僧
子
の
蔭
を
假
り
て
出
身
す
る
者
を
糾
正
す
る
こ
と
を
定
め
る
。（
大
同
元
年

八
月
己
酉
符
）

『
類
聚
三
代
格
』
八

『
日
本
逸
史
』

大
納
言
宣

勅
（
神
王
）

延
暦
一
七
年
一

二
月

53

10

壬
辰

17

破
戒
の
僧
尼
に
対
す
る
取
締
り
と
し
て
、
寺
に
住
む
こ
と
と
供
養
を
充
て
る
こ

と
を
や
め
さ
せ
る
。

『
類
聚
国
史
』
１
８
６
僧
尼
雑
制

『
日
本
逸
史
』

勅

54

延
暦
18

５

壬
戌

19

諸
国
の
講
師
・
国
師
に
国
分
寺
に
籍
を
置
く
僧
を
監
督
さ
せ
る
。

『
日
本
後
紀
』

『
日
本
逸
史
』

令

55

６

乙
酉

12

沙
門
が
山
林
に
住
ん
で
、
邪
法
を
行
う
た
め
、
山
林
内
の
精
舎
と
そ
こ
に
居
住

す
る
比
丘
・
優
婆
塞
に
つ
い
て
の
調
査
・
報
告
を
求
め
る
。

『
日
本
後
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
６
僧
尼
雑
制

『
日
本
逸
史
』

勅

延
暦
一
九
年
一

月

56

延
暦
19

４

丁
酉

９

東
西
二
寺
の
み
巨
樹
の
伐
採
を
免
除
す
る
。

『
類
聚
国
史
』
１
８
０
諸
寺

『
日
本
逸
史
』

勅

57

延
暦
20

４

丙
午

15

年
分
度
者
の
年
限
を
三
五
歳
か
ら
二
十
歳
に
し
、
試
験
基
準
を
宗
派
（
三
論
・

法
相
）
に
よ
っ
て
勘
案
さ
せ
る
。

『
類
聚
国
史
』
１
８
７
度
者

『
日
本
逸
史
』

勅
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引
用

史
料

主
な
政
策

年

月

日

政　
　

策　
　

内　
　

容

出　

典　

史　

料

形　

式

58

12

壬
子

24

国
毎
に
国
師
を
改
め
て
講
師
と
読
師
を
置
く
基
準
を
変
更
し
、
講
師
は
講
説
に

堪
え
衆
の
推
す
者
か
ら
大
智
へ
、
読
師
は
国
分
寺
僧
か
ら
少
智
へ
と
変
更
す

る
。
講
師
は
四
五
歳
以
上
な
ら
認
め
、
読
師
は
旧
来
通
り
と
す
る
。（
斉
衡
二

年
八
月
二
三
日
符
）

『
類
聚
三
代
格
』
三

『
日
本
逸
史
』

右
大
臣
宣

治
部
省
符
、

僧
綱
解

（
神
王
）

〇

59

延
暦
21

１

庚
午

13

三
論
・
法
相
の
二
宗
が
争
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
正
月
に
最
勝
王
経
、
十
月

に
維
摩
経
を
読
ま
せ
る
。
六
宗
に
広
く
学
業
を
広
め
さ
せ
る
。

＊
一
宗
の
み
を
学
ん
で
は
仏
教
が
衰
微
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
と
す
る
。

『
類
聚
国
史
』
１
７
７
御
斎
会
・

１
７
９
諸
宗

『
日
本
逸
史
』

右
大
臣
宣

勅
（
神
王
）

60

２

庚
寅

３

智
行
の
二
科
僧
四
三
人
に
施
物
を
請
う
。
許
可
。

『
類
聚
国
史
』
１
８
６
施
物
僧

『
日
本
逸
史
』

僧
綱
言

61

延
暦
22

１

壬
申

20

唐
招
提
寺
に
例
と
し
て
律
を
講
じ
さ
せ
る
。

『
帝
王
編
年
紀
』

『
日
本
逸
史
』

官
符
、

僧
綱
牒

延
暦
二
二
年
一

二
月

62

１

戊
寅

26

緇
徒
が
三
論
を
学
ば
ず
、
法
相
を
崇
め
る
が
、
今
後
の
年
分
度
者
は
各
五
人
ず

つ
度
せ
よ
。

『
類
聚
国
史
』
１
７
９
諸
宗

『
日
本
逸
史
』

勅

63

延
暦
23

１

癸
未

７

三
論
・
法
相
両
宗
に
対
し
て
、
年
分
度
者
の
定
員
の
間
で
融
通
を
認
め
ず
、
ま

た
修
得
す
べ
き
経
典
に
関
し
て
指
示
す
る
。
法
華
・
最
勝
王
・
華
厳
・
涅
槃
各

経
を
読
ま
な
い
者
は
得
度
を
禁
止
す
る
。
漢
音
に
は
限
ら
な
い
。

『
日
本
後
紀
』

『
日
本
紀
略
』

『
日
本
逸
史
』

勅

〇

64

１

丁
亥

11

戒
律
を
守
ら
ず
、
追
放
さ
れ
た
僧
で
あ
っ
て
も
、
改
過
し
た
者
は
許
す
こ
と
、

ま
た
濫
行
の
講
師
の
解
任
と
不
適
切
な
講
師
人
事
を
行
う
僧
綱
・
国
師
の
処
罰

を
行
う
こ
と
を
命
じ
る
。

＊
僧
綱
・
国
司
が
が
不
適
切
な
講
師
任
用
を
改
め
な
け
れ
ば
罰
せ
よ
と
す
る
。

『
日
本
後
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
６
僧
尼
雑
制

『
日
本
逸
史
』

勅

65

１

戊
戌

22

如
宝
の
言
上
。
唐
招
提
寺
へ
例
と
し
て
律
を
講
じ
さ
せ
る
こ
と
、
及
び
賜
田
を

命
じ
る
。（『
帝
王
編
年
紀
』
は
前
年
に
同
内
容
が
あ
る
。『
日
本
逸
史
』
は
双

方
の
記
事
を
採
録
）

『
類
聚
国
史
』
１
８
０
諸
寺
・
１

８
２
寺
田
地

『
類
聚
三
代
格
』
二

『
弘
仁
格
抄
』
14

『
日
本
逸
史
』

僧
綱
言

（
三
代
格
で
は

牒
）

（
如
宝
）

66

５

庚
寅

17

御
斎
会
の
時
に
得
度
す
る
者
に
つ
い
て
、
旧
年
十
二
月
中
旬
に
試
験
を
済
ま

せ
、
報
告
す
べ
き
事
を
指
示
す
る
内
容
。

『
日
本
後
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
７
度
者

『
日
本
逸
史
』

制

〇

僧
綱
政
の
監

67

11

戊
戌

27

菅
野
真
道
・
石
川
河
主
に
僧
綱
の
政
を
監
督
さ
せ
る
。

『
日
本
後
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
０
諸
寺
・
１

８
６
僧
尼
雑
制

令



延
暦
年
間
後
半
に
お
け
る
仏
教
政
策
の
展
開

（81）372

彼
住
處z

則
緇
徒
獲p

全w

百
年
之
命a

聖
化
遠
流w

千
載
之
表z

④
又
山
背
国
百
秦

忌
寸
刀
自
女
等
卅
一
人
、
俱
發w

誓
願a

奉w

為
聖
朝a

自w

去
宝
亀
三
年a

迄w

于
今

年a

毎
年
春
秋
、
悔
過
修
福
。
頋w

其
精
誠a

実
可w

随
喜z

⑤
伏
望
従w

心
願a

咸

令w

得
度z

』
並
許p

之
。

　

こ
の
条
は
①
か
ら
⑤
に
つ
い
て
の
内
容
を
傳
燈
大
法
師
位
の
施
暁
が
奏
上
し
、
桓
武
天

皇
が
許
可
し
た
こ
と
を
示
す
。
①
か
ら
⑤
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
①
で
は
国
家
と
僧
侶

が
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
の
理
念
が
示
さ
れ
る
。
人
民
を
教
化
す
る
方
法
は
違
う
が
、

万
物
を
覆
い
載
せ
、
世
話
を
す
る
点
は
一
致
し
て
お
り
、
ま
た
国
家
に
よ
っ
て
仏
教
が
栄

え
る
と
い
う
内
容
に
な
る
。
②
で
は
現
状
が
説
明
さ
れ
る
。
僧
侶
は
世
俗
を
離
れ
、
山
林

に
入
っ
て
修
行
す
る
こ
と
を
旨
と
し
、
実
行
し
て
い
る
が
、
同
時
に
国
家
を
護
り
、
人
を

利
す
る
行
も
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
食
粮
を
得
る
の
が
困
難
で
あ
り
、
僧

引
用

史
料

主
な
政
策

年

月

日

政　
　

策　
　

内　
　

容

出　

典　

史　

料

形　

式

68

延
暦
24

１

癸
酉

３

愚
民
が
氏
寺
に
権
貴
を
仮
託
す
る
た
め
、
流
記
に
あ
る
定
額
諸
寺
の
檀
越
の
名

の
変
更
を
禁
止
す
る
。

『
類
聚
国
史
』
１
８
０
諸
寺
・
１

８
２
寺
田
地

『
政
事
要
略
』

『
類
聚
三
代
格
』
三

『
弘
仁
格
抄
』
16

『
日
本
逸
史
』

右
大
臣
宣

制
（
神
王
）

69

１

甲
申

14

寺
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
る
破
戒
僧
を
本
寺
へ
還
住
さ
せ
る
こ
と
と
、
諸
寺
の
塔

の
修
理
を
命
令
す
る
。

＊
病
悩
す
る
桓
武
天
皇
が
仏
教
の
加
護
を
求
め
る
こ
と
を
意
図
し
た

『
日
本
後
紀
』『
類
聚
国
史
』
１

８
０
諸
寺

『
日
本
逸
史
』

勅

70

12

庚
申

25

諸
国
講
師
の
制
度
の
改
革
を
僧
綱
が
奏
上
。
優
れ
た
僧
侶
を
講
師
に
起
用
し
て

部
内
の
寺
の
管
理
に
当
た
ら
せ
、
任
限
を
六
年
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

『
日
本
後
紀
』

『
政
事
要
略
』

『
類
聚
三
代
格
』
三

『
弘
仁
格
抄
』
15

『
貞
観
交
替
式
』

『
日
本
逸
史
』

右
大
臣
宣

僧
綱
牒

（
日
本
逸
史
で

は
勅
云
云
）

（
神
王
）

71

延
暦
25
、

大
同
元

１

辛
卯

26

宗
ご
と
に
年
分
度
者
を
定
め
、
課
試
の
時
の
及
第
基
準
を
定
め
る
。
ま
た
宗
ご

と
に
年
分
度
者
の
数
を
定
め
、
最
澄
の
意
見
を
容
れ
て
、
天
台
宗
二
人
の
度
者

枠
を
認
め
る
。

『
日
本
後
紀
』

『
類
聚
三
代
格
』
二

『
弘
仁
格
抄
』
14

『
日
本
逸
史
』

右
大
臣
宣

勅
（
神
王
）

３

17

桓
武
の
崩
御
日
。
五
幾
七
道
諸
国
に
金
剛
般
若
経
を
転
読
さ
せ
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
三

右
大
臣
宣

勅
（
神
王
）

４

25

十
五
大
寺
に
毎
年
仁
王
般
若
経
を
講
じ
さ
せ
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
二

『
弘
仁
格
抄
』
15

大
納
言
宣

勅

（
藤
雄
友
）
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侶
が
常
に
飢
餓
し
て
い
る
事
実
が
述
べ
ら
れ
る
。
③
で
は
、
奏
上
と
し
て
願
う
こ
と
が
示

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
僧
侶
の
所
属
す
る
本
寺
の
供
料
を
、
山
林
修
行
の
住
処
に
給
付
し
て

ほ
し
い
こ
と
が
該
当
す
る
。
④
で
は
、
僧
侶
一
般
の
話
題
か
ら
一
転
し
て
、
山
背
国
の
百

（
姓）17
（

）
秦
忌
寸
刀
自
女
等
、
朝
廷
の
た
め
に
宝
亀
三
年
か
ら
現
在
ま
で
悔
過
を
修
し
た
卅

一
人
の
存
在
を
の
べ
、
彼
ら
の
精
誠
を
考
え
る
と
、
実
に
随
喜
す
べ
き
で
あ
る
事
実
を
述

べ
る
。
⑤
で
は
③
同
様
願
う
こ
と
が
示
さ
れ
、
彼
ら
が
望
む
よ
う
に
全
員
を
得
度
さ
せ
る

こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

　

①
〜
③
の
前
半
部
に
つ
い
て
、
直
接
的
に
は
、
僧
侶
へ
の
供
物
の
給
付
場
所
を
本
寺
か

ら
山
林
修
行
し
て
い
る
場
所
に
移
す
こ
と
を
願
っ
て
い
る
内
容
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
③
に

つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
後
①
の
理
念
、
②
の
現
状
の
説
明
が
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も

の
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

③
の
給
付
さ
れ
る
場
所
に
つ
い
て
の
変
更
は
実
行
さ
れ
た
の
か
は
、
現
在
と
な
っ
て
は

不
明
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。「
以w

本
寺
供a
給w

彼
住
處z

」
と
厳
し
く
山
林
修

業
を
し
て
い
る
場
所
に
給

が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
授
受
の
記
録
は
残
り
が
た
い
も
の

で
あ
る
た
め
で
あ
る）18
（

。
但
し
、
同
内
容
の
史
料
が
『
類
聚
三
代
格
』
巻
三　

僧
綱
員
位
階

并
僧
位
階
事　

宝
亀
三
年
三
月
二
十
一
日
官
符
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
続
日
本
紀
』
宝

亀
三
年
三
月
丁
亥
条
の
十
禅
師
の
優
遇
に
関
す
る
指
示
書
で
あ
る
。

『
類
聚
三
代
格
』
巻
三　

僧
綱
員
位
階
并
僧
位
階
事

太
政
官
符

　

応w

供
養q

禅
師
十
人　

童
子
廿
人
〈
毎p

師
二
人
〉
事

　
　

師
日
米
三
升　

童
子
日
米
一
升
五
合

　

右
奉p

勅
。
古
人
云
、
人
能
弘p

道
非w

道
弘o

人
、
宜i

分-w

省
営
稲q

供w

禅
師a

割w

正
税
稲q

給w

童
子a

以
息u

乞
食
之
営h

其
畿
外
国
者
並
用w

正
税z

所p

在
国
司
随w

師
情
願a

若
米
若
穎
、
領-w

送
住
処a

必
使w

清
潔z

　
　
　

宝
亀
三
年
三
月
廿
一
日

　

こ
こ
で
は
禅
師
の
「
乞
食
之
営
」
を
息
め
る
た
め
に
、「
領-w

送
住
処q

」
と
禅
師
と
童

子
の
住
処
へ
送
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
十
禅
師
と
し
て
名
が
残
る
一
人
に
光
信

と
い
う
僧
が
い
る
。
彼
は
『
扶
桑
略
記
』
天
平
二
十
一
年
二
月
二
日
条
に
師
行
基
が
没
す

る
時
、
そ
の
四
十
九
院
を
悉
く
付
属
し
た
と
あ
る
人
物
で
、『
僧
綱
補
任
』
延
暦
十
二
年

に
施
暁
の
説
明
と
し
て
、「
行
基
菩
薩
孫
弟
子
。
光
信
大
徳
弟
子
」
と
あ
る
の
で
、
施
暁

は
光
信
の
弟
子
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
奏
上
の
二
十
年
前
の
師
が
対
象
で
あ
る
指
示
を
施

暁
は
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
宝
亀
元
年
十
月
甲
辰
に
山
林
修
業
が
許
可
さ
れ
て
か
ら
、
山
林
修
業
は
一
層
盛

ん
に
な
り
、
僧
侶
は
時
期
に
よ
っ
て
は
本
寺
で
は
な
く
、
山
奥
の
道
場
で
修
行
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る）19
（

。

　

こ
の
た
め
、
延
暦
年
間
以
降
、「
領-w

送
住
処q

」
が
正
確
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う

よ
り
は
、「
領-w

送
住
処q

」
し
て
も
ら
え
る
僧
侶
の
範
囲
が
拡
大
し
た
と
読
み
解
く
の
が

適
切
だ
ろ
う
。
宝
亀
三
年
段
階
で
は
、
十
禅
師
の
み
が
対
象
で
あ
っ
た
も
の
が
、
施
暁
の

奏
上
に
よ
っ
て
、
本
寺
給
を
も
ら
え
る
立
場
の
僧
で
、
山
林
修
業
を
し
て
い
る
者
で
あ
れ

ば
、
住
処
に
送
付
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
山
林
修
業
の
重
視
こ
そ
最

澄
と
空
海
の
誕
生
と
つ
な
が
る
と
解
説
さ
れ
る
が
、
そ
の
過
程
で
は
権
力
者
に
よ
る
山
林

修
業
経
験
者
の
優
遇
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
際
の
表
現
と
し
て
、
②
と
し

て
後
述
す
る
飢
餓
に
直
面
し
て
い
る
な
ど
の
表
現
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
①
の
理
念
を
示
し
た
箇
所
に
つ
い
て
述
べ
る
。
桓
武
天
皇
の
仏
教
に
対
す
る
考
え

（
理
想
）
の
表
現
は
、
特
に
詔
勅
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
桓
武
天
皇
の
仏
教
に
対
す

る
姿
勢
や
態
度
の
変
化
に
つ
い
て
、
詔
勅
内
の
理
念
の
現
れ
方
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ

る
。
小
林
崇
仁
氏）20
（

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
山
林
修
行
を
実
践
し
た
当
事
者
で
あ
る
僧
尼

の
信
念
や
目
的
意
識
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
護
持
し
た
為
政
者
の
仏
教
信
仰
と
い
う
視
点
ま

で
踏
み
込
ん
だ
考
察
は
必
ず
し
も
充
分
と
は
い
え
な
い
」
現
状
が
あ
る
。
小
林
氏
は
、
宝

亀
年
間
に
続
い
て
、
延
暦
年
間
に
お
い
て
も
仏
者
が
修
道
に
務
め
る
こ
と
に
よ
り
、
天
下

が
安
寧
で
あ
る
と
の
考
え
方
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
、
宝
亀
年
間
よ
り
理
念
に
基
づ
く

事
例
は
頻
繁
に
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
仏
教
に
関
し
て
よ
り
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

え
る
と
し
て
い
る
。

　

特
に
施
暁
の
奏
上
以
降
、
桓
武
天
皇
の
仏
教
へ
の
理
想
の
表
明
頻
度
が
変
化
し
、
桓
武

天
皇
が
仏
教
に
対
す
る
考
え
を
明
示
す
る
例
が
増
加
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
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特
に
延
暦
十
四
年
か
ら
二
十
五
年
ま
で
の
間
、
桓
武
天
皇
は
仏
教
的
思
想
や
あ
る
べ
き
姿

を
詔
勅
の
中
に
織
り
込
む
よ
う
に
な
る
。
施
暁
の
奏
上
の
前
後
で
、
桓
武
天
皇
が
仏
教
政

策
内
に
理
念
を
加
え
る
こ
と
が
増
え
、
ま
た
寺
や
僧
へ
の
給
付
記
事
が
増
加
し
て
い
る
。

件
数
と
し
て
は
一
件
が
少
な
く
と
も
六
件
と
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
も
『
続
日
本
紀
』
延
暦

四
年
七
月
癸
丑
条
に
、
修
行
に
励
む
僧
尼
の
名
を
申
上
さ
せ
褒
章
を
与
え
る
指
示
を
出
す

勅
が
あ
る
が
、
仏
教
を
「
釈
教
」
と
呼
ぶ
な
ど
、
仏
教
や
そ
の
教
え
の
内
容
に
つ
い
て
は

比
較
的
距
離
が
あ
る
態
度
で
あ
る
。
一
転
し
て
、
施
暁
の
奏
上
以
降
は
頻
繁
に
桓
武
天
皇

の
仏
教
に
対
す
る
姿
勢
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
使
用
す
る
単
語
に
も
表
れ
る
。『
類
聚
国

史
』
一
八
〇
諸
寺
と
一
八
二
寺
田
地　

延
暦
十
四
年
九
月
己
酉
条
で
は
、
仏
教
を
「
真
教
」

と
表
現
す
る
し
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
正
月
癸
未
条
で
は
、「
真
如
妙
理
。
一
味

無
二
。（
仏
教
の
真
理
を
伝
え
る
如
来
の
教
え
は
時
と
所
に
よ
り
様
々
で
あ
る
が
、
本
質

は
同
じ
で
あ
り
、
違
い
は
な
い
。）」
と
仏
教
を
「
真
」
を
使
っ
て
表
現
す
る
。
詳
し
く
は

二
節
で
後
述
す
る
が
、
延
暦
十
年
代
前
半
か
ら
、
仏
教
関
係
の
知
識
に
つ
い
て
、
桓
武
天

皇
に
教
授
す
る
人
物
が
存
在
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　

②
の
現
状
の
説
明
が
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
の
時
期
に
賜
物
の

増
加
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
る
た
め
、
取
り
上
げ
る
。
宝
亀
・
延
暦
年
間
の
賜
物
の
件
数

は
、
表
二
の
通
り
で
あ
る
。
延
暦
年
間
の
賜
物
の
件
数
を
残
っ
て
い
る
限
り
の
史
料
か
ら

見
て
み
る
と
、
後
半
に
急
増
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
延
暦
十
一
年
の
施
暁
の
奏
上

以
降
、
延
暦
年
間
の
前
半
期
に
は
十
件
程
度
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
賜
物
が
、
三
十
三
件

へ
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
奏
上
直
後
の
延
暦
十
一
年
十
二
年
の
件
数
は
特
に
多
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
施
暁
の
奏
上
が
認
可
さ
れ
た
の
と
同
時
期
に
、
実
際
に
仏
教
関
係
の
賜

物
が
増
や
さ
れ
た
事
が
明
ら
か
と
い
え
る
。
ま
た
当
該
記
事
の
す
ぐ
前
の
賜
物
は
、
延
暦

七
年
で
あ
り
、
数
年
の
間
が
空
い
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
施
暁
の
奏
上
以

降
、
賜
物
記
事
が
増
加
し
て
い
る
。

　

施
暁
の
奏
上
内
の
護
国
利
民
を
願
う
僧
侶
が
「
而
粮
粒
罕p

得
、
飢
餓
常
切
。」
と
飢
餓

寸
前
で
あ
る
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
賜
物
の
増
加
も
願
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
食
糧
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
飢
餓
の
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
と
い
う

現
状
を
記
す
以
上
、
間
接
的
に
給
付
の
増
加
を
願
う
意
味
あ
い
を
も
読
み
取
る
の
が
適
切

で
は
な
い
だ
ろ
う
か）21
（

。
佐
伯
有
清
氏
は
、
こ
の
提
言
の
許
可
と
実
施
の
背
景
に
「
前
年
の

全
国
的
な
旱
疫
と
飢
饉
が
あ
っ
た
」
と
す
る）22
（

。
飢
饉
に
は
賑
給
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
後

の
賜
物
の
増
加
は
賑
給
に
似
た
意
味
合
い
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

同
時
に
奏
上
さ
れ
て
い
る
④
と
⑤
に
つ
い
て
、
山
背
国
百
秦
忌
寸
刀
自
女
等
の
悔
過
修

福
と
得
度
の
意
味
合
い
は
、
桓
武
天
皇
と
渡
来
人
の
関
係
性
に
求
め
た
い
。
村
尾
次
郎
氏）23
（

と
井
上
満
郎
氏）24
（

は
、
三
十
一
人
が
悔
過
を
行
い
始
め
た
宝
亀
三
年
は
、
光
仁
天
皇
の
皇
太

子
で
あ
る
他
戸
親
王
が
廃
さ
れ
、
山
部
親
王
（
後
の
桓
武
天
皇
）
が
立
太
子
さ
れ
た
頃
で

あ
る
た
め
、
桓
武
天
皇
の
即
位
を
願
っ
て
の
悔
過
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
特
に
許
可
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

　

山
背
国
百
秦
忌
寸
刀
自
女
等
三
十
一
人
が
、
得
度
し
て
正
式
な
僧
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

は
、
こ
れ
ま
で
私
的
な
儀
式
で
あ
っ
た
毎
年
春
秋
の
悔
過
修
福
が
公
に
認
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
百
秦
忌
寸
刀
自
女
等
の
本
拠
地
で
あ
る
山
背
国
の
一
地
域
は

特
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
秦
氏
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
秦
氏
は
平
安
京
と

な
っ
た
土
地
を
勢
力
下
に
治
め
て
き
た
氏
族
で
も
あ
る
。
悔
過
修
福
の
功
徳
と
し
て
、
父

の
光
仁
天
皇
よ
り
も
長
い
治
世
を
実
現
で
き
て
い
る
こ
と
へ
の
対
応
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
こ
の
後
の
平
安
京
へ
の
遷
都
を
も
見
越
し
た
許
可
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ

う
。
更
に
桓
武
天
皇
が
重
視
し
、
有
力
な
後
ろ
盾
で
も
あ
っ
た
渡
来
系
の
人
々
と
の
つ
な

が
り
の
確
認
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
の
奏
上
を
し
た
こ
と
は
施
暁
が
渡
来
系
の

人
々
と
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
示
す）25
（

た
め
、
次
章
で
詳
述
す
る
一
年
後
の
施

暁
の
任
命
も
渡
来
系
と
の
関
り
を
重
視
す
る
一
環
と
し
て
の
意
味
合
い
も
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。

　

以
上
、
施
暁
の
奏
上
を
詳
し
く
分
析
し
た
。
こ
の
奏
上
は
、「
領-w

送
住
処q

」
し
て
も

ら
え
る
僧
侶
の
範
囲
が
十
禅
師
か
ら
本
寺
給
の
あ
る
僧
侶
す
べ
て
に
拡
大
し
た
意
味
で
、

国
家
か
ら
の
給
付
の
増
大
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
直
接
的
な
表
現
は

な
い
も
の
の
、
賜
物
の
増
加
と
時
期
を
同
じ
く
す
る
た
め
、
施
暁
の
奏
上
後
、
桓
武
天
皇

と
施
暁
や
施
暁
も
そ
の
一
員
と
な
っ
て
い
く
僧
綱
と
の
関
係
が
良
好
と
な
っ
た
こ
と
も
が

想
定
で
き
る
。

　

次
節
で
は
こ
の
奏
上
を
行
っ
た
施
暁
が
、
こ
の
後
ど
の
よ
う
に
桓
武
天
皇
と
関
り
、
影

響
を
与
え
、
そ
れ
が
い
か
に
仏
教
政
策
と
関
連
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
有

意
義
な
奏
上
に
よ
っ
て
、
僧
綱
の
一
員
と
な
っ
た
施
暁
の
桓
武
天
皇
と
の
関
係
性
の
変
遷
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表
二　

宝
亀
・
延
暦
年
間
の
賜
物　
　
　
【
凡
例
】
灰
色
部
分
は
桓
武
天
皇
の
前
半
期
。

年
月
日

日

西
暦

賜　

物

対　
　

象

理　

由

備　
　
　
　

考

天　

皇

史　
　

料

１

宝
亀
元
年
四
月
乙
未

３

７
７
０

物

文
武
百
官

十
二
大
寺
の
僧
・
沙
弥

行
幸

物
を
賜

称
徳
天
皇
『
続
日
本
紀
』

２

宝
亀
元
年
四
月
戊
午

26

７
７
０

百
万
塔

諸
寺

百
万
塔

藤
原
仲
麻
呂
の
乱
の
時
に
祈
願
し
た
百
万
塔
が

完
成
し
た
た
め
、
諸
寺
に
置
く

称
徳
天
皇
『
続
日
本
紀
』

３

宝
亀
元
年
十
月
己
丑

25

７
７
０

御
物
布
施

僧
綱

諸
寺
師
位
僧
尼

宣
命
第
四
十
八
詔

宝
亀
改
元
に
伴
う
大
赦
や
叙
位
、
賜
物

物
を
布
施

光
仁
天
皇
『
続
日
本
紀
』

４

宝
亀
二
年
二
月

11

７
７
１

施
封
五
十
戸

荒
陵
（
四
天
王
）
寺

荒
陵
（
四
天
王
）
寺
に
封
50
戸

光
仁
天
皇
『
新
抄
格
勅
符
第
十
巻
抄
』

寺
封

５

宝
亀
二
年
八
月
己
卯

26

７
７
１

印

大
安
寺

薬
師
寺

東
大
寺

興
福
寺

新
薬
師
寺

元
興
寺

法
隆
寺

弘
福
寺

四
天
王
寺

崇
福
寺

法
花
寺

西
隆
寺

寺
の
印
を
鋳
て
、
本
寺
に
分
け
る

光
仁
天
皇
『
続
日
本
紀
』

６

宝
亀
二
年

７
７
１

施
封
因
幡
五

十
戸

岡
本
寺

岡
本
寺
に
封
（
因
幡
50
戸
）

光
仁
天
皇
『
新
抄
格
勅
符
第
十
巻
抄
』

寺
封

７

宝
亀
三
年
三
月
丁
亥

６

７
７
２

終
身
供
養

禅
師
秀
南
・
広
達
・
延

秀
・
延
恵
・
首
勇
・
清

浄
・
法
義
・
尊
敬
・
永

興
・
光
信

十
禅
師
の
優
待

光
仁
天
皇
『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
５
僧
封

８

宝
亀
四
年
四
月
癸
丑

９

７
７
３

便
田

山
背
国
国
分
寺
・
国
分

尼
寺

便
田
各
20
町
を
捨

光
仁
天
皇
『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
２

寺
田
地

９

宝
亀
四
年
七
月
庚
子

27

７
７
３

物

尼
と
女
孺
２
６
９
人
と

雑
色
１
０
４
９
人

周
忌
に
供
し

た
尼

周
忌
の
御
斎
会
に
供
御
の
尼
・
女
孺
・
雑
色
に

物
を
賜

光
仁
天
皇
『
続
日
本
紀
』
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年
月
日

日

西
暦

賜　

物

対　
　

象

理　

由

備　
　
　
　

考

天　

皇

史　
　

料

10

宝
亀
四
年
十
一
月
辛
卯

19

７
７
３

田

大
和
国
の
菩
提
・
登

美
・
生
馬

河
内
国
の
石
凝

和
泉
国
の
高
渚
の
五
院

河
内
国
の
山
埼
院

豊
作
祈
願

行
基
開
基
の
6
院
に
田
地
施
入

当
郡
の
田
3
町

2
町

光
仁
天
皇
『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
２
寺
田
地

11

宝
亀
四
年
十
一
月

甲
子

24

７
７
３

賻
物

僧
正
良
弁

卒

光
仁
天
皇
『
続
日
本
紀
』

12

宝
亀
六
年

７
７
４

施
封
上
野
国

20
戸

神
通
寺

神
通
寺
に
封
（
上
野
国
20
戸
）

光
仁
天
皇
『
新
抄
格
勅
符
第
十
巻
抄
』

寺
封

13

宝
亀
七
年
六
月
癸
亥

７

７
７
６

戸

（
唐
）
招
提
寺

播
磨
国
の
戸
50
烟
を
捨

光
仁
天
皇
『
続
日
本
紀
』

14

宝
亀
八
年
八
月
癸
巳

15

７
７
７

戸
・
烟

妙
見
寺

上
野
国
群
馬
郡
の
50
烟

美
作
国
勝
田
郡
の
50
烟

光
仁
天
皇
『
続
日
本
紀
』

15

宝
亀
十
年
六
月

７
７
９

施
封

西
隆
寺

西
隆
寺
に
封

光
仁
天
皇
『
元
亨
釈
書
』
巻
二
三

16

宝
亀
十
年
十
月
壬
子

16

７
７
９

封
戸

少
僧
都
弘
耀
法
師

恵
忠
法
師

高
叡
法
師

宿
徳
を
優

大
僧
都

少
僧
都

封
30
戸
を
施

光
仁
天
皇
『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
５
僧
封

『
扶
桑
略
記
』

17

宝
亀
十
年

７
７
９

施
封
50
戸

西
大
寺

西
大
寺
に
封
50
戸

光
仁
天
皇
『
新
抄
格
勅
符
第
十
巻
抄
』

寺
封

18

宝
亀
十
一
年
六
月
戊
戌

５

７
８
０

封
戸

秋
篠
寺

光
仁
の
間
の

み

秋
篠
寺
に
封
１
０
０
戸
を
施
入

寺
封
の
年
限
を
定
め
る

光
仁
天
皇
『
続
日
本
紀
』

19

宝
亀
十
一
年
五
月

壬
辰

29

７
８
０

封
戸

伊
勢
大
神
宮

大
安
寺

旧
に
復
す

封
を
元
に
戻
す

光
仁
天
皇
『
続
日
本
紀
』

20

宝
亀
十
一
年
五
月

７
８
０

加
封
１
０
０

戸

飛
鳥
寺

飛
鳥
寺
に
封
１
０
０
戸

光
仁
天
皇
『
新
抄
格
勅
符
第
十
巻
抄
』

寺
封

21

宝
亀
十
一
年

７
８
０

封
戸

妙
見
寺

常
陸
50
戸
、
近
江
30
戸
、
讃
岐
50
戸
、
上
野
50

戸
、
美
作
50
戸

光
仁
天
皇
『
新
抄
格
勅
符
第
十
巻
抄
』

寺
封

22

天
応
元
年
四
月
癸
卯

15

７
８
１

物

僧
綱

諸
寺
の
智
行
の
人

80
歳
已
上
の
僧
尼

八
十
以
上

物
を
布
施

桓
武
天
皇
『
続
日
本
紀
』

23

延
暦
元
年
七
月
壬
寅

21

７
８
２

大
法
師

松
尾
山
寺
の
僧
尊
鏡

高
年

高
年
の
た
め
、
内
裏
へ
呼
び
、
大
法
師
を
叙
す
。
桓
武
天
皇
『
続
日
本
紀
』

24

延
暦
元
年
十
月

７
８
２

納
封

西
大
寺

西
大
寺
に
封

桓
武
天
皇
『
元
亨
釈
書
』
二
三
巻
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考
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料

25

延
暦
元
年
十
月

７
８
２

納
封
３
３
０

戸

妙
見
寺

妙
見
寺
に
封
３
３
０
戸

桓
武
天
皇
『
元
亨
釈
書
』
二
三
巻

26

延
暦
二
年
十
二
月

７
８
３

納
封

璉
城
寺

璉
城
寺
に
封

桓
武
天
皇
『
元
亨
釈
書
』
二
三
巻

27

延
暦
二
年
十
月
庚
申

16

７
８
３

正
税

百
済
寺

交
野
（
百
済
王
氏
の
本
拠
地
）
行
幸
に
伴
い
、

近
江
・
播
磨
二
国
の
正
税
各
５
０
０
０
束
を
施

桓
武
天
皇
『
続
日
本
紀
』

28

延
暦
三
年
六
月
辛
亥

12

７
８
４

稲

普
光
寺
の
僧
勤
韓

赤
い
烏
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
大
法
師
と
稲
１

０
０
０
束
を
施

桓
武
天
皇
『
続
日
本
紀
』

29

延
暦
五
年
正
月
壬
子

21

７
８
６

造
寺

梵
釈
寺

近
江
国
滋
賀
郡
に
梵
釈
寺
を
造
る

桓
武
天
皇
『
続
日
本
紀
』

30

延
暦
五
年
四
月
乙
亥

16

７
８
６

水
田

四
天
王
寺

交
換

飾
磨
郡
に
所
在
し
た
四
天
王
寺
の
寺
田
80
町
を

印
南
郡
に
移
す
こ
と

桓
武
天
皇
『
続
日
本
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
２
寺
田
地

31

延
暦
七
年
正
月
癸
亥

14

７
８
８

禄

高
年
の
僧
尼

皇
太
子
元

服
・
高
年

皇
太
子
元
服
に
よ
り
、
高
年
の
僧
尼
に
賜

他
に
も
鰥
寡
惸
独
な
ど
多
数
に
賜
又
は
賑
恤

桓
武
天
皇
『
続
日
本
紀
』

32

延
暦
七
年
六
月
乙
酉

６

７
８
８

封
戸

梵
釈
寺

下
総
・
越
前
国
の
封
各
50
戸
を
梵
釈
寺
に
施

桓
武
天
皇
『
続
日
本
紀
』

33

延
暦
十
一
年
正
月
庚
午

15

７
９
２

給
粮

伝
燈
大
法
師
位
施
暁
の

奏

山
林
修
行
の

僧

山
林
で
修
行
す
る
僧
侶
に
対
す
る
給
粮
と
、
秦

刀
自
女
ら
の
得
度
許
可
を
求
め
る
内
容
。
と
も

に
許
可
さ
れ
て
い
る
。

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
２
度
者

『
日
本
逸
史
』

34

延
暦
十
一
年
二
月
甲
辰

19

７
９
２

水
田

長
谷
寺
・
川
原
寺

大
和
高
市
郡
の
水
田
1
町
を
長
谷
寺
・
川
原
寺

に
施
入

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
２
寺
田
地

『
日
本
逸
史
』

35

延
暦
十
一
年
二
月
乙
卯

30

７
９
２

絁
・
綿

善
珠
法
師

善
珠
法
師
に
施
の
絁
・
綿
を
法
師
が
受
け
取
ら

ず
、
省
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
官
庫
に
返
納
す

る
べ
し
。
桓
武
天
皇
が
聞
い
て
驚
い
た
。

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
６
施
物
僧

『
日
本
逸
史
』

36

延
暦
十
一
年
四
月
丙
戌

２

７
９
２

野

菅
原
寺
の
野
5
町

梶
原
僧
寺
の
野
6
町

尼
寺
の
野
2
町

大
井
寺
の
野
25
町

そ
の
他

菅
原
寺
の
野
5
町

梶
原
僧
寺
の
野
6
町

尼
寺
の
野
2
町
は
本
主
に
帰
す

大
井
寺
の
野
25
町

不
比
等
の
野
87
町

藤
原
房
前
の
野
67
町

藤
原
清
河
の
野
80
町
（
後
に
寺
と
な
る
）

は
寺
帳
に
記
し
て
良
い

桓
武
天
皇
『
日
本
紀
略
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
２
寺
田
地

『
日
本
逸
史
』

37

延
暦
十
一
年
十
一
月
乙

丑

14

７
９
２

寺
名

寺
の
名
前
を
与
え
て
い

る

藤
原
清
河
の
屋
敷
を
寺
と
す
る
号
し
て
済
恩
院

と
い
う

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
０
諸
寺

『
日
本
逸
史
』
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38

延
暦
十
二
年
二
月
戊
午

９

７
９
３

土
地

四
天
王
寺
の
土
地

長
年
そ
う
で

あ
る
か
ら

播
磨
国
が
、「
四
天
王
寺
に
神
護
景
雲
三
年
に

い
れ
た
藤
原
永
手
の
土
地
を
ず
っ
と
入
れ
た
ま

ま
に
し
て
お
く
の
は
お
か
し
い
」
と
奏
上
し
た

の
に
対
し
て
、
ず
っ
と
し
て
い
る
か
ら
と
留
め

置
く
。

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
２
寺
田
地

『
日
本
逸
史
』

39

延
暦
十
二
年
三
月

11

７
９
３

封
百
戸

新
薬
師
寺

分
割

東
大
寺
の
塔
修
理
の
た
め
の
封
１
０
０
戸
を
新

薬
師
寺
の
修
理
の
た
め
に
分
割

桓
武
天
皇
『
東
大
寺
要
録
』
巻
六
封
戸
水

田
章
第
八

40

延
暦
十
二
年
五
月
戊
子

11

７
９
３

稲
・
銭

百
済
寺

銭
三
十
万
と
長
門
・
阿
波
両
国
の
稲
各
一
万
束

を
河
内
国
交
野
郡
の
百
済
寺
に
施
入
す
る
。

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
２
施
入
物

『
日
本
逸
史
』

41

延
暦
十
二
年
十
月
辛
亥

６

７
９
３

墾
田

神
願
寺

和
気
清
麻
呂
が
、
能
登
国
の
墾
田
58
町
を
神
願

寺
に
施
入
す
る
こ
と
を
を
申
請
し
、許
さ
れ
る
。
桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
２
寺
田
地

『
日
本
逸
史
』

42

延
暦
十
二
年
十
月
己
未

14

７
９
３

封
戸

大
安
寺

行
秀

大
安
寺
の
僧
伝
燈
法
師
位
行
秀
に
封
50
戸
を
賜

う

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
５
僧
封

『
日
本
逸
史
』

43

延
暦
十
四
年
四
月
丁
巳

20

７
９
５

稲

菩
提
寺

火
災
に
あ
っ

た
た
め

大
和
国
の
稲
２
０
０
０
束
を
菩
提
寺
に
施
入
・

火
災
に
あ
っ
た
た
め

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
２
施
入
物

『
日
本
逸
史
』

44

延
暦
十
四
年
九
月
己
酉

15

７
９
５

水
田
・
封
戸

梵
釈
寺

梵
釈
寺
を
草
創
。
清
行
の
禅
師
10
人
を
置
き
、

中
に
三
綱
も
含
め
る
。

近
江
国
の
水
田
百
町
・
下
総
国
の
食
封
50
戸
・

越
前
国
の
50
戸
を
施
し
て
、
修
理
・
供
養
の
費

用
に
充
て
る

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
０
諸
寺
、

１
８
２
寺
田
地

『
日
本
紀
略
』

『
日
本
逸
史
』

45

延
暦
十
五
年
十
一
月
辛

丑

14

７
９
６

新
銭

七
大
寺
と
野
寺

僧
都
・
律
師
な
ど

新
銭
を
七
大
寺
と
野
寺
・
僧
都
律
師
な
ど
に
施

す
。
各
有
差

桓
武
天
皇
『
日
本
後
紀
』

『
日
本
紀
略
』

『
日
本
逸
史
』

46

延
暦
十
六
年

７
９
７

近
江
国
正
税

延
暦
寺
（
最
澄
へ
の
賜

稲
）

延
暦
寺
（
最
澄
へ
の
賜
稲
）

桓
武
天
皇
『
元
亨
釈
書
』
一
巻

47

延
暦
十
六
年
正
月
己
酉

22

７
９
７

稲

善
珠
の
弟
子
慈
厚

師
に
仕
え
て

倦
む
こ
と
無

し

伝
燈
大
法
師
位
善
珠
法
師
の
弟
子
僧
慈
厚
に
大

和
国
の
稲
３
０
０
束
を
施
。
師
に
仕
え
て
倦
む

事
な
き
に
よ
る

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
６
施
物
僧

『
日
本
逸
史
』

48

延
暦
十
六
年
四
月
壬
戌

７

７
９
７

稲

僧
延
尊
・
聖
基
・
善

行
・
文
延
の
四
人

山
中
で
苦
行

し
、
道
を
修

め
た

大
和
国
の
稲
４
０
０
束
を
以
っ
て
僧
延
尊
・
聖

基
・
善
行
・
文
延
の
4
人
に
施
。
山
中
で
苦
行

し
、
道
を
修
め
た
た
め

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
６
施
物
僧

『
日
本
逸
史
』

49

延
暦
十
七
年
正
月
壬
辰

11

７
９
８

稲

百
済
寺

河
内
国
の
稲
２
０
０
０
束
を
百
済
寺
に
施
入
す

る

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
２
施
入
物

『
日
本
逸
史
』
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50

延
暦
十
七
年
五
月
戊
戌

19

７
９
８

書

留
学
僧
永
忠

書
を
賜
。
中
身
は
「
云
々
」。

桓
武
天
皇
『
日
本
後
紀
』

『
日
本
逸
史
』

51

延
暦
十
七
年
十
一
月
壬

申

27

７
９
８

田
・
池

秋
篠
寺

大
和
国
の
添
下
郡
の
荒
廃
公
田
24
町
と
旧
池
一

処
を
秋
篠
寺
に
永
久
に
容
れ
て
、寺
田
と
す
る
。
桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
２
寺
田
地

『
日
本
逸
史
』

52

延
暦
十
九
年
二
月
辛
巳

３

７
９
９

田

龍
華
寺

燈
分

龍
華
寺
に
河
内
国
若
江
郡
の
田
1
町
6
段
を
施

入
し
、
燈
分
と
す
る
。

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
２
寺
田
地

『
日
本
逸
史
』

53

延
暦
二
十
年
三
月

８
０
１

綿

近
江
大
津
に
幸
。
行
宮

に
近
い
諸
寺

行
幸

桓
武
天
皇
が
近
江
大
津
に
幸
し
た
際
、
行
宮
に

近
い
諸
寺
に
綿
を
施

桓
武
天
皇
『
日
本
紀
略
』

『
日
本
逸
史
』

54

延
暦
二
十
一
年
二
月
庚

寅

３

８
０
２

布
・
絁
・
綿

僧
綱

智
行
に
優
れ

た

僧
綱
が
智
行
に
優
れ
た
僧
43
人
を
推
奨
し
、
勅

に
よ
り
、
賜
物
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
。

元
興
寺
・
薬
師
寺
の
29
人
に
は
各
布
25
端

弘
福
寺
の
5
人
に
は
各
布
8
段

東
大
寺
の
9
人
に
各
絁
1
疋
と
綿
10
屯

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
１
８
６
施
物
僧

『
日
本
逸
史
』

55

延
暦
二
十
二
年
正
月

７

８
０
３

庄
田

東
寺

桓
武
天
皇
の
勅
施
田
。
川
合
庄
田
66
町
大
国
庄

田
１
８
５
町
9
段
１
８
０
歩

桓
武
天
皇
『
東
寺
文
書
礼
』

56

延
暦
二
十
三
年
正
月
戊

戌

22

８
０
４

田

唐
招
提
寺

唐
招
提
寺
に
水
田
を
賜
田
し
、
宗
派
が
廃
れ
な

い
よ
う
に

桓
武
天
皇
『
日
本
後
紀
』

『
類
聚
国
史
』
１
８
２
寺
田
地

『
日
本
逸
史
』

57

延
暦
二
十
三
年
十
月
辛

亥

10

８
０
４

綿

和
泉
・
日
根
二
郡
の
諸

寺
に
綿
を
施

景
色
が
よ
い

行
宮
か
ら
見
た
景
色
が
天
皇
の
意
に
か
な
っ
て

い
た
こ
と
を
喜
び
、
百
姓
へ
の
田
租
免
除
と
国

郡
司
な
ど
へ
の
叙
位
と
共
に
、
和
泉
・
日
根
二

郡
の
諸
寺
に
綿
を
施

桓
武
天
皇
『
日
本
後
紀
』

58

延
暦
二
十
三
年
十
月
癸

丑

12

８
０
４

綿

名
草
・
海
部
二
郡
の
諸

寺
に
綿
を
施

景
色
が
よ
い

景
色
が
良
い
た
め
。〔
57
〕
と
ほ
ぼ
同
一
内
容
。
桓
武
天
皇
『
日
本
後
紀
』

59

延
暦
二
十
三
年
十
月
丁

巳

16

８
０
４

綿

西
成
・
東
生
二
群
の
諸

寺
に
綿
を
捨

国
司
が
奉
献
し
た
の
と
同
日
、
西
成
・
東
生
二

群
の
諸
寺
に
綿
を
捨

桓
武
天
皇
『
日
本
後
紀
』

60

延
暦
二
十
三
年
十
二
月

丙
寅

25

８
０
４

綿

平
城
の
七
大
寺

聖
体
不
予

聖
体
不
予
に
就
き
、
平
城
の
七
大
寺
に
綿
５
６

０
斤
を

し
て
誦
経
せ
し
む
。

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
34
天
皇
不
豫

『
日
本
紀
略
』

『
日
本
逸
史
』

61

延
暦
二
十
四
年
正
月
甲

申

14

８
０
５

建
立

寺
を
淡
路
国
に
建
て
る

崇
道
天
皇

崇
道
天
皇
の
た
め
に
寺
を
淡
路
国
に
建
て
る
。

桓
武
天
皇
『
日
本
後
紀
』
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と
い
う
視
点
で
も
考
察
を
し
て
い
き
た
い
。

二
、
延
暦
年
間
後
半
に
お
け
る
仏
教
政
策
の
展
開

　

前
章
で
は
、
延
暦
年
間
に
お
け
る
仏
教
政
策
の
転
換
に
つ
い
て
施
暁
の
奏
上
を
中
心
に

考
察
し
た
。
本
章
で
は
施
暁
の
人
生
を
辿
る
と
共
に
、
延
暦
年
間
後
半
に
お
け
る
仏
教
政

策
の
展
開
を
考
え
る
。

　

施
暁
は
、
奏
上
が
認
め
ら
れ
た
一
年
一
ヶ
月
後
に
律
師
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。『
僧
綱

補
任）26
（

』
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
に
よ
れ
ば
、
行
基
の
孫
弟
子
、
光
信）27
（

の
弟
子
で
あ
り
、
延

暦
十
二
年
に
律
師
へ
の
補
任
記
事）28
（

が
、
延
暦
十
六
年
に
少
僧
都
へ
の
補
任
記
事）29
（

が
あ
る
。

ま
た
延
暦
二
十
三
年
に
入
滅
記
事
が
見
ら
れ
る
。『
本
朝
高
僧
伝
』
の
施
暁
伝
に
は
、
桓

武
天
皇
が
近
江
に
梵
釈
寺
を
創
建
し
た
と
き
、
勅
命
に
よ
り
住
持
と
な
っ
た
と
い
う
記
事

が
あ
り
、『
日
本
霊
異
記
』
の
「
仮w

官
勢q

非
理
為p

政q

得w

悪
報q

縁
第
三
五
」
に
は
、「
施

皎
僧
都
」
が
、
桓
武
天
皇
に
招
請
さ
れ
、
仏
教
の
質
問
を
受
け
た
の
に
答
え
た
記
事
が
あ

る
。
以
上
の
史
料
を
も
う
少
し
細
か
く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

施
暁
の
奏
上
は
、
施
暁
自
身
の
延
暦
十
二
年
の
昇
進
と
結
び
つ
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

僧
綱
の
構
成
要
員
の
変
化
を
み
る
と
、
延
暦
十
二
年
十
月
ま
で
は
、
桓
武
天
皇
が
厚
い
信

頼
を
置
い
た
と
さ
れ
る
僧
綱
、
賢
璟）30
（

が
い
た
。
賢
璟
は
僧
綱
で
あ
り
な
が
ら
、
平
安
京
の

地
を
相
た）31
（

と
『
濫
觴
抄
』
に
名
前
が
載
る
な
ど
、
政
治
的
な
働
き
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
僧

侶
で
あ
る
。
死
去
の
前
年
、
八
十
歳
で
の
視
察
の
記
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
大
き
な
役
割
は

期
待
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
も
さ
れ
る）32
（

が
、
風
水
思
想
的
な
立
場
で
の
賢
璟
の
意
見
を
無

視
は
で
き
な
か
っ
た）33
（

と
も
さ
れ
る
。
賢
璟
は
多
度
神
宮
寺
や
室
生
寺
と
の
関
係
を
指
摘
さ

れ
て
き
た
人
物）34
（

で
も
あ
り
、
延
暦
三
年
か
ら
十
二
年
の
死
去
ま
で
僧
綱
の
最
上
位
で
あ
る

大
僧
都
で
あ
っ
た
と
『
続
日
本
紀
』
に
名
前
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
専
制
と
言
わ
れ
た
桓
武

天
皇
の
前
期
の
仏
教
政
策
に
、
あ
る
程
度
の
影
響
を
与
え
た
人
物
と
捉
え
て
良
い
と
考
え

ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
桓
武
天
皇
が
仏
教
関
係
の
所
司
を
怠
慢
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
賢
璟
は
僧
を
統
括
す
る
役
割
は
果
た
し
て
い
な
い
立
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

年
月
日

日

西
暦

賜　

物

対　
　

象

理　

由

備　
　
　
　

考

天　

皇

史　
　

料

62

延
暦
二
十
四
年
二
月
丙

午

６

８
０
５

稲
・
調
庸
の

綿正
倉

大
般
若
経

井
上
内
親

王
・
他
戸
親

王

僧
１
５
０
人
を
し
て
、
宮
中
と
東
宮
坊
で
大
般

若
経
を
読
ま
せ
る
。
一
小
倉
を
霊
安
寺
に
作
っ

て
、
稲
30
束
を
納
め
る
。
別
に
調
の
綿
１
５
０

斤
と
庸
の
綿
１
５
０
斤
を
収
む
。
井
上
内
親
王

と
他
戸
親
王
の
怨
恨
を
鎮
め
る
た
め
。

桓
武
天
皇
『
日
本
後
紀
』

『
日
本
逸
史
』

63

延
暦
二
十
四
年
三
月
辛

未

２

８
０
５

被
衣

宿
侍
の
僧
と
五
位
已
上

宿
侍
の
僧
と
五
位
已
上
に
被
衣
を
施

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
34
天
皇
不
豫

『
日
本
逸
史
』

64

延
暦
二
十
四
年
五
月
己

卯

11

８
０
５

三
重
塔

修
行
伝
燈
法
師
位
聴
福

桓
武
の
平
善

修
行
伝
燈
法
師
位
聴
福
を
紀
伊
国
伊
都
郡
に
遣

わ
し
て
三
重
塔
を
建
て
し
む
。
桓
武
の
平
善
の

た
め
。

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
34
天
皇
不
豫

『
日
本
逸
史
』

65

延
暦
二
十
四
年
九
月
辛

未

６

８
０
５

衣

禅
師

禅
師
な
ど
に
衣
を
施

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
34
天
皇
不
豫
、

１
８
６
施
物
僧

『
日
本
逸
史
』

66

延
暦
二
十
四
年
十
二
月

酉

14

８
０
５

大
袍

僧

僧
又
は
五
位
已
上
に
大
袍
を
施

桓
武
天
皇
『
類
聚
国
史
』
34
天
皇
不
豫

『
日
本
逸
史
』
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が
、
意
見
を
請
う
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

　

賢
璟
を
失
っ
た
時
期
に
、
施
暁
が
僧
綱
の
一
員
と
な
っ
た
こ
と
は
、
前
節
で
①
と
し
て

示
し
た
、
こ
れ
以
降
の
詔
内
の
仏
教
理
念
の
増
加
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
施
暁

が
桓
武
天
皇
に
仏
教
的
な
知
識
を
与
え
た
こ
と
が
仏
教
の
理
念
を
加
え
た
詔
に
つ
な
が

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
当
時
の
イ
ン
テ
リ
層
で
あ
っ
た
僧
侶
た
ち
に
天
皇
の
意
に
添
う
形

の
行
動
を
と
ら
せ
る
第
一
歩
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

①
は
国
家
を
護
る
と
い
う
山
林
修
業
者
の
宣
言
で
も
あ
る
。
施
暁
の
奏
上
内
容
を
見
た

際
に
、
許
可
し
た
こ
と
は
、
奏
上
者
の
話
を
聞
く
価
値
が
あ
る
と
桓
武
天
皇
が
判
断
し
た

こ
と
で
も
あ
る
。「
山
林
修
行
者
の
支
援
を
要
求
し
た
施
暁
の
奏
上
に
応
え
る
か
の
如
」

き
詔
と
し
て
、
小
林
崇
仁
氏
が
指
摘
す
る
梵
釈
寺
草
創
の
詔
、『
類
聚
国
史
』
一
八
〇
諸

寺
及
び
一
八
二
寺
田
地
、
延
暦
十
四
年
九
月
己
酉
条
に
は
、

九
月
癸
酉
、
詔
曰
、
真
教
有p

属
、
隆w

其
業q
者
人
王
、
法
相
無
邊
、
闡w

其
要q

者

仏
子
、
朕
位
膺w

四
大a

情
存w

億
兆a

導p

徳
斉p
礼
、
雖p

遵w

有
国
之
規a

妙
果
勝

因
、
思p

弘w

無
上
之
道a

是
以
披w

山
水
名
区a

草-w
創
禅
院a

尽w

土
木
妙
製a

荘-w

餝
伽
藍a

名
曰w

梵
釈
寺a

仍
置w

清
行
禅
師
十
人a

三
綱
在w
其
中a

施w

近
江
国
水

田
一
百
町
、
下
総
国
食
封
五
十
戸
、
越
前
国
五
十
戸a
以
充w
修
理
供
養
之
費a

所p

冀
還
経w

馳
驟a

永
流w

正
法a

時
変w

陵
谷a

恒
崇w

仁
祠a
以w
茲
良
因a

普

覃w

一
切a

上
奉w

七
廟a

臨w

宝
界q

而
増p

尊
、
下
覃w

万
邦a

登w
壽
域q
而
洽p

慶
、

皇
基
永
固
、
卜w

年
無
窮a

本
枝
克
隆
、
中
外
載
逸
、
綿
該w

幽
顕a

傍
及w
懐
生a
望w

慈
雲q

而
出w

迷
途a

仰w

恵
日q

而
趣w

覚
路z

と
、「
真
教
（
仏
教
）
が
広
ま
る
に
は
、
属
す
る
も
の
が
必
要
で
、
そ
れ
を
興
隆
す
る
の

は
人
王
（
桓
武
天
皇
）
で
あ
る
。
万
物
の
相
状
に
つ
い
て
の
教
え
は
限
り
な
く
、
そ
の
要

を
あ
き
ら
か
に
す
る
者
は
僧
侶
で
あ
る
。
朕
の
位
は
天
下
を
治
め
る
た
め
に
あ
り
、
多
く

の
民
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
徳
を
導
い
て
礼
を
と
と
の
え
、
国
家
を
定
め
る
た
め
の
規

範
に
則
っ
て
は
い
る
が
、
徳
に
優
れ
た
仏
果
と
善
果
を
生
ず
る
因
縁
で
あ
る
、
こ
の
上
な

く
優
れ
た
仏
教
の
道
を
弘
め
よ
う
と
思
う
。」
と
述
べ
、
国
家
に
と
っ
て
良
い
結
果
を
も

た
ら
す
原
因
で
あ
る
、
仏
教
を
弘
め
る
た
め
に
、
天
皇
で
あ
る
自
分
の
力
と
僧
侶
の
力
の

双
方
と
も
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
前
半
部
の
理
念
部
分
に
関
し
て
は
、
小
林
氏
の
い
う

よ
う
に
、
仏
教
を
弘
め
る
こ
と
に
、
天
皇
と
し
て
協
力
す
る
意
思
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

後
半
部
で
は
僧
侶
の
行
い
を
原
因
と
し
た
結
果
と
し
て
、
桓
武
天
皇
自
身
の
皇
統
と
国
家

の
永
続
を
も
願
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

梵
釈
寺
は
山
上
寺
院
で
あ
り
、
山
林
修
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
清
浄
の
僧
侶
に
よ
る
山
林
修
業
に
よ
り
、
国
家
に
も
良
い
影
響
を
も
た
ら
し
た
い
因

果
応
報
思
想
が
桓
武
天
皇
に
も
深
く
根
付
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま

た
「
闡w

其
要q

者
仏
子
」
と
、
僧
侶
が
仏
教
の
要
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
と
い
う
認
識

も
窺
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
詔
を
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
桓
武
天
皇
が
非
常
に
積
極
的
に
仏
教
を
学

び
、
ま
た
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
延
暦
十
一
年
の
施
暁
の
奏
上
か
ら

三
年
が
経
過
し
て
い
る
が
、
僧
綱
の
一
員
と
な
っ
た
施
暁
が
僧
綱
と
し
て
仏
教
に
つ
い
て

桓
武
天
皇
に
影
響
を
与
え
る
に
は
ふ
さ
わ
し
い
時
間
の
経
過
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
本
朝
高
僧
伝
』
の
施
暁
伝
の
、
桓
武
天
皇
が
近
江
に
梵
釈
寺
を
創
建
し
た
と

き
、
勅
命
に
よ
り
住
持
と
な
っ
た
と
い
う
逸
話
は
こ
の
詔
と
も
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
但
し
、
施
暁
の
梵
釈
寺
の
住
持
説
を
記
す
『
本
朝
高
僧
伝
』
は
後
世
の
史
料
で
あ
る
。

同
時
代
史
料
に
よ
り
、
梵
釈
寺
と
の
関
連
が
確
実
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
等
定
・
常
騰
・

永
忠
の
三
人
で
あ
る
。
こ
の
三
人
と
も
に
僧
綱
に
任
命
さ
れ
る
経
歴
を
持
つ
こ
と
か
ら
、

施
暁
も
僧
綱
の
一
員
で
あ
っ
た
以
上
、
等
定
・
常
騰
・
永
忠
の
三
人
と
親
し
く
、
梵
釈
寺

と
も
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る）35
（

。
前
述
の
よ
う
に
梵
釈
寺
は
山

上
の
寺
院
で
あ
る
た
め
、
こ
の
寺
に
関
係
す
る
僧
侶
は
、
山
林
修
業
に
重
き
を
置
く
考
え

を
共
有
し
て
い
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
延
暦
十
四
年
九
月
己
酉
の
詔
は
国
家
（
桓
武
）
と
仏
教
双
方
に
利
得

が
あ
る
関
係
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
こ
の
時
期
は
桓
武
天
皇
と
僧
綱

は
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
。
梵
釈
寺
草
創
の
詔
の
半
年
前
、『
日
本
紀
略
』

延
暦
十
四
年
四
月
二
十
三
日
条）36
（

に
、

「
庚
申
、
勅
、
去
延
暦
四
年
制
、
僧
尼
等
多
乖w

法
旨a

或
私
定w

檀
越a

出-w

入
閭

巷a

或
誣-w

称
仏
験a

詿-w

誤
愚
民z

如p

此
之
類
、
擯-w

出
外
国z

而
未p

有w

遵
悛a
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違
犯
弥
衆
、
夫
落
髪
遜
俗
、
本
為w

修
道z

而
浮
濫
如p

此
、
還
破w

仏
教z

非e

徒-w

穢
法
門a

実
亦
紊-w

乱
国
典z

僧
綱
率
而
正p

之
、
誰
敢
不p

従
。
宜i

重
教
喩
、
不t

得w
更
然z

」

と
、
延
暦
四
年
五
月
己
未
の
詔
で
、
法
旨
に
背
い
て
い
る
僧
尼
を
外
国
（
京
外
）
に
擯
出

せ
よ
と
し
た
が
現
状
で
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
更
に
厳
し
く
せ
よ
と
い
う
統
制
政

策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
僧
綱
率
而
正p

之
。
孰
其
不p

正
乎
」
と
僧
綱
が
、
率

先
し
て
是
正
に
つ
と
め
れ
ば
、
従
わ
な
い
者
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
表
現
が
取
ら
れ
て

お
り
、
僧
綱
の
他
の
僧
へ
の
影
響
力
を
桓
武
天
皇
が
認
め
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。
同
内

容
の
延
暦
四
年
の
詔
で
は
僧
が
守
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
所
司
の
捉
搦
が
行
き
届
い
て
い

な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
僧
綱
が
率
い
て
正
せ
ば
従
う
だ
ろ
う
と
す
る
。
僧
綱
は

諸
僧
を
率
い
る
立
場
に
あ
り
、
そ
の
影
響
力
を
桓
武
が
評
価
し
て
い
る
事
が
読
み
取
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
史
料
か
ら
も
、
施
暁
が
僧
綱
の
一
員
と
な
り
、
桓
武
天
皇
に
信
頼
さ
れ

う
る
立
場
と
な
っ
た
こ
と
を
読
み
取
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。

　
『
日
本
霊
異
記）37
（

』「
仮w

官
勢q

非
理
為p

政q

得w

悪
報q
縁
第
三
五
」
で
は
、
施
暁
が
桓
武

天
皇
に
仏
教
関
係
の
常
識
を
教
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
。
施
暁
と
桓
武
天
皇

が
良
好
な
関
係
に
あ
る
か
ら
こ
そ
教
え
を
請
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

假w

官
勢q

非
理
爲
政
得w

悪
報q

縁 

第
卅
五

白
壁
天
皇
之
世 

筑
紫
肥
前
国
松
浦
郡
人 

火
君
之
氏 

忽
然
死
而
至w

琰
魔
国q 
時
王

挍
之 

不p

合w

死
期q

故 

更
敢
返
還
時
見p

之 

大
海
之
中 

有w

如p

釜
地
獄q 
其
中

有i

如w

黒
桴q

之
物y

而
涌
返
沈 

浮
出 

告w

火
君q

言 

待
耶 

物
白
耶 

即
亦
涌
返

沈 

一
復
浮
而
言 

待
物
白 

如p

是
三
遍 

於w

四
之
遍q

言 

我
是
遠
江
国
榛
原
郡

人 

物
部
古
丸
也 

我
存p

世
時 

白
米
綱
丁
而
経w

數
年q 

佰
姓
之
物 

非
理
打
徴
。

由w

某
罪
報q 

今
受w

此
苦z

願
爲p

我 

奉p

寫w

法
花
経q

者 

脱w

我
之
罪q 

火
君
見

聞 

自
黄
泉
甦
還
来
而
具
解 

送w

於
大
宰
府q 

々
得w

解
状q 

転
解w

朝
庭q

々
々

不p

信
故 

大
弁
官
取w

彼
黄
泉
之
事
状q

而
継
累 

経w

廿
年q

也 

従
四
位
上
菅
野
朝
臣

真
道 

任w

其
官
上q 

見w

彼
状q

以
奏w

山
部
天
皇q 

々
々
聞
之 

請w

施
皎
僧
頭q

而
詔

之
言 

世
間
衆
生 

至w

地
獄q

受p

苦 

経w

廿
餘
年q

免
耶
不
也 

僧
頭
答
曰
受p

苦
之
始

也 

何
以
知p

爾 

以w

人
間
百
年q 

爲w

地
獄
一
日
一
夜q

故 

未p

免
也 

天
皇
聞p

之
弾

指 

勅
遣w

使
於
遠
江
国q

令p

訪w

古
丸
之
行
事q 

方
得
問
之 

如w

解
状q 

不p

異
不
実

天
皇
信
悲 

以w

延
暦
十
五
年
三
月
朔
七
日q 

始
召w

経
師
四
人q

爲w

古
麿q 

奉
写w

法

花
経
一
部q 

宛w

経
六
万
九
千
三
百
八
十
四
文
字q 

勧-w

率
知
識q 

挙w

皇
太
子
大
臣

百
官q 

皆
悉
加-w

入
其
知
識q

也 

天
皇
勧-w

請
善
珠
大
徳q 

爲w

講
師q 

請w

施
皎
僧

頭q 

爲w

読
師q 

於w

平
城
宮
野
寺q 

備w

大
法
会q 

爲p

講-w

読
件
経q 

贈
救w

彼
霊
之

苦q

也 

嗚
呼
鄙
哉 

古
丸 

用i

于
狐
借w

虎
皮q

之
勢y 

非
理
爲p

政 

受w

悪
報q

者 

不p

睠w

因
果q

之
賎
心 

太
甚
也 

非p

無w

因
果q

也

　

地
獄
で
何
年
も
責
め
苦
を
受
け
続
け
て
い
る
遠
江
国
榛
原
郡
人
の
古
麿
と
い
う
男
が
現

世
の
人
間
（
琰
魔
国
か
ら
帰
る
途
中
の
火
君
之
氏
）
に
写
経
を
頼
ん
だ
不
思
議
が
あ
っ
た

報
告
を
受
け
て
、
桓
武
天
皇
が
「
施
皎）38
（

僧
都
」
を
招
請
し
、
衆
生
が
二
十
年
以
上
も
地
獄

で
責
め
苦
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
の
か
と
問
う
て
い
る
。
施
暁
は
そ
の
答
え
と
し
て
、「
苦

を
受
く
る
始
め
な
り
。
何
を
以
っ
て
爾し
か

あ
る
を
知
る
に
、
人
間
の
百
年
を
以
て
地
獄
の
一

日
一
夜
と
す
る
。
故
に
未
だ
免
れ
ず
。」
と
、
地
獄
で
の
時
間
は
現
世
の
三
六
五
〇
〇
倍

に
値
す
る
た
め
あ
り
う
る
と
応
答
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
小
林
氏
は
、
僧
綱
は
仏
教

者
と
し
て
、
天
皇
や
そ
の
家
族
に
仏
教
の
理
念
に
つ
い
て
教
授
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
更
に
こ
の
記
事
か
ら
、「
施
暁
は
桓
武
天
皇
か
ら
信
頼
さ
れ
、

仏
法
に
関
す
る
疑
問
に
つ
い
て
教
導
し
た
り
、
善
珠
（
延
暦
十
六
年
に
僧
正
）
を
補
佐
し

て
法
会
を
執
行
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
施
暁
は
、
賢

璟
・
等
定
・
善
珠
ら
、
当
時
の
仏
教
界
を
代
表
す
る
人
物
達
と
近
し
い
関
係
に
あ
り
、
僧

綱
や
朝
廷
の
仏
教
政
策
に
も
発
言
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」
と
す
る
。『
日

本
霊
異
記
』
は
、
説
話
で
あ
り
、
完
全
に
史
実
と
は
言
え
な
い
が
、
高
位
の
登
場
人
物
は

実
在
で
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
基
礎
的
な
事
項
や
、
当
時
の
文
化
的
背
景
な
ど
は
参
考
に

し
う
る
だ
ろ
う）39
（

。

　

法
会
が
行
わ
れ
た
野
寺
は
西
本
昌
弘
氏
に
よ
っ
て
、
平
安
京
の
野
寺
（
北
野
廃
寺
）
に

推
定
さ
れ
る
。
ま
た
堀
裕
氏
に
よ
っ
て
、
当
時
の
国
家
法
会
は
僧
侶
の
出
張
形
式
で
行
わ

れ
て
い
た
と
さ
れ
る）40
（

。
前
述
の
通
り
、
史
料
の
性
格
か
ら
、
本
当
に
古
麿
の
た
め
に
法
会

や
写
経
な
ど
が
実
際
に
行
わ
れ
た
か
は
不
明
と
す
る
し
か
な
い
が
、
日
本
の
国
土
全
体
に
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広
が
る
因
果
応
報
の
行
政
的
罪
を
示
し
た
と
読
み
取
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
内
容
の
説
話
の

前
提
と
し
て
、
桓
武
天
皇
が
施
暁
（
を
始
め
と
し
た
僧
綱
）
に
仏
教
関
係
の
こ
と
を
尋
ね

る
こ
と
は
で
き
る
関
係
は
あ
り
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
事
が
判
明
す
る
。
場
合
に
よ
っ

て
は
、
施
暁
の
延
暦
十
六
年
の
少
僧
都
へ
の
昇
進
と
延
暦
十
五
年
と
さ
れ
る
法
要
に
は
関

連
も
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
施
暁
の
死
は
『
僧
綱
補
任
』
に
は
載
る
が
、
国
史
に
は
卒
伝
と
し
て
残
ら
な

い
。『
僧
綱
補
任
』
の
延
暦
二
十
三
年
没
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
同
年
に
僧
綱
の
一
員
の
善

謝
が
載
り
、
施
暁
が
載
ら
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る）41
（

。『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
五

月
辛
卯
条
に
は
、

辛
卯
、
伝
燈
大
法
師
位
善
謝
卒
。
法
師
、
俗
姓
不
破
勝
、
美
濃
国
不
破
郡
人
也
。
初

就w

同
寺
理
教
大
徳a

禀-w

学
法
相a
道
業
日
進
、
尤
善w

倶
遮a

遂
乃
超-w

□
三
学a

通-w

達
六
宗a

滋w

此
智
牙a

决w

彼
疑
網z
延
暦
五
年
、
弥
照
天
皇
擢
任w

律
師a

栄

華
非p

好
、
辞p

職
閑
居
、
凡
厥
行
業
、
必
於w

菩
提a
一
生
期
尽
、
終w

於
梵
福
山
中a

遂
生w

極
楽a

入w

同
法
夢a

時
年
八
十
一
。

と
、
律
師
で
あ
っ
た
善
謝
の
卒
伝
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
時
点
で
施
暁
は
律
師
よ
り
上
の
小

僧
都
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
卒
伝
の
欠
如
は
桓
武
と
施
暁
の
距
離
が
隔
た
っ
た
こ

と
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
。

　

同
年
の
延
暦
二
十
三
年
十
一
月
戊
戌
条
に
菅
野
朝
臣
真
道
や
石
川
朝
臣
河
主
に
「
監w

僧
綱
政q

」
さ
せ
た
記
事
が
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
佐
久
間
竜
氏
に
よ
っ
て
、「
こ
の
時
期

は
桓
武
政
権
の
力
が
強
く
」、
桓
武
天
皇
の
意
思
が
、
仏
教
政
策
に
も
強
く
反
映
さ
れ
て

い
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
施
暁
の
入
滅
の
年
と
、
官
人
を
僧
綱
政
の
監
督
と
し
た

の
が
同
じ
年
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
桓
武
天
皇
の
施
暁
に
対
す
る
実
績
の
評
価
が
見
て
と

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）42
（

。
施
暁
の
入
滅
に
よ
っ
て
、
僧
綱
政
へ
の
管
理
が
行
き
届
か

な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
菅
野
朝
臣
真
道
や
石
川
朝
臣
河
主
を
派
遣
す
る
事
態
と
桓
武

天
皇
が
判
断
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）43
（

。
裏
返
せ
ば
、
そ
れ
ま
で
は
施
暁
が
僧
綱
の
一
員

で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
僧
綱
政
は
桓
武
天
皇
が
一
定
程
度
は
満
足
す
る
状
態
に
保
た

れ
て
い
た
事
実
を
反
映
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
、
桓
武
天

皇
は
延
暦
年
間
後
半
、
僧
綱
を
官
人
の
一
種
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
だ
ろ

う
。
一
時
的
に
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
官
人
で
欠
員
の
代
替
が
可
能
で
あ
る
と
考

え
た
こ
と
は
、
施
暁
の
役
割
が
官
人
に
近
似
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
示
す
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

前
述
の
林
氏
に
よ
る
と
、
桓
武
天
皇
は
皇
親
を
重
視
し
、
藤
原
氏
を
特
に
重
要
視
す
る

傾
向
は
な
く
、
桓
武
天
皇
の
意
図
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
参
議
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
い

う
。
特
に
「
末
期
に
は
皇
親
勢
力
が
廟
堂
を
領
導
し
、
ま
た
天
皇
の
外
戚
に
連
な
る
帰
化

人
系
や
天
皇
の
寵
臣
ら
が
、
天
皇
の
庇
護
を
う
け
て
廟
堂
に
進
出
す
る
傾
向
が
顕
著
に
見

ら
れ
た
の
で
あ
る
。」
と
す
る
。
僧
綱
も
養
老
僧
尼
令
に
規
定
が
存
在
す
る
官
司
の
一
つ

で
あ
る
以
上
、
桓
武
天
皇
の
意
思
に
よ
っ
て
そ
の
任
命
が
左
右
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
だ

ろ
う
。

　

施
暁
に
関
す
る
史
料
は
こ
れ
以
上
存
在
し
な
い
た
め
、
以
下
で
は
、
施
暁
も
延
暦
十
二

年
以
降
は
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
僧
綱
へ
の
対
応
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

こ
の
時
期
以
後
、
桓
武
天
皇
は
僧
綱
へ
の
表
現
が
冷
淡
に
な
る
。
例
を
挙
げ
る
と
、『
類

聚
国
史
』
一
七
九
諸
宗
、
延
暦
十
七
年
九
月
壬
戌
条
で
は
、

壬
戌
、
詔
曰
、
法
相
之
義
、
立p

有
而
破p

空
、
三
論
之
家
、
仮p

空
而
非p

有
。
並
分p

軫

而
斉
騖
、
誠
殊p

途
而
同
帰
。
慧
炬
由p

是
逾
明
、
覚
風
以p

之
益
扇
。
比
来
所p

有
仏

子
、
偏
務w

法
相a

至w

於
三
論a

多
廃w

其
業z

世
親
之
説
雖p

伝
、
竜
樹
之
論

将p

墜
、
良
為w

僧
綱
無o

誨
、
所-w

以
後
進
如o

此
。
宜i

慇
懃
誘
導
、
両
家
並
習
、
俾u

夫
空
有
之
論
、
経w

馳
驟q

而
不p

朽
、
大
小
之
乗
、
変w

陵
谷q

而
靡t

絶
。
普
告w

緇

侶a

知w

朕
意z

と
、
三
論
二
宗
が
並
行
さ
れ
る
べ
き
な
の
に
、
法
相
宗
の
み
が
隆
盛
し
て
い
る
の
は
、
僧

綱
の
指
導
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
し
、
僧
綱
を
批
判
す
る
よ
う
な
内
容
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
正
月
丁
亥
条
で
は

丁
亥
、
勅
、
頃
年
諸
国
緇
徒
、
多
虧w

戒
行a

既
汚w

法
教a

先
從w

擯
出a

然
而
特
降w

弘
恕a

厚
優w
耆
宿a

其
有w

改p

過
者a

聴p

住w

本
寺a

又
簡i

智
行
可p

称
、
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堪p

爲w

人
師q

者n

擢
任w

講
師z

化-w

導
釋
侶a

如
聞
、
苟
忝w

講
師a

或
事w

姦

濫a

詐
称w

改
過a

未p

捨w

妻
孥z

此
乃
僧
綱
簡
擇
所p

失
、
国
司
阿
容
任p

意
、

違p
教
慢p

法
、莫w

過p

斯
甚a

宜i

有w

是
類a

一
従u

擯
却h

其
僧
綱
・
国
司
、猶
不w

悛
革a
量p

情
科
貶
。

と
、
僧
綱
・
国
司
が
不
適
切
な
読
師
任
用
を
改
め
な
け
れ
ば
罰
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
僧

綱
の
力
を
信
じ
る
に
足
る
と
し
て
い
た
状
態
か
ら
、
指
導
の
欠
如
を
批
判
す
る
よ
う
に
な

り
、
最
終
的
に
は
僧
綱
で
あ
っ
て
も
改
め
な
け
れ
ば
罰
す
る
と
ま
で
述
べ
る
。
同
時
に
延

暦
十
七
年
頃
か
ら
の
僧
綱
の
補
任
は
、
欠
員
に
伴
う
昇
進
は
行
わ
れ
る
が
、
新
補
は
な
く
、

徐
々
に
僧
綱
へ
の
態
度
が
冷
淡
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

具
体
的
に
示
そ
う
。
野
寺
の
法
要
の
後
、
延
暦
十
六
年
は
、
善
珠
が
僧
正
で
な
く
な
る

と
共
に
、
等
定
・
永
忠）44
（

・
施
暁
・
勝
虞
・
如
宝）45
（

の
任
命
が
行
わ
れ
、
後
に
天
台
宗
の
開
祖

と
な
る
最
澄
が
内
供
奉
十
禅
師
に
任
じ
ら
れ
た
。
延
暦
十
六
年
時
点
の
僧
綱
は
、
行
賀
・

等
定
・
永
忠
・
施
暁
・
勝
虞
・
如
宝
・
善
謝
・
善
藻
で
あ
る
。
十
七
年
正
月
に
は
恵
雲
の

み
増
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
延
暦
年
間
で
新
規
に
任
命
さ
れ
た
僧
綱
は
存
在
し
な
い
。

死
去
に
よ
っ
て
人
数
が
減
る
が
、
替
り
が
任
命
さ
れ
な
い
。

　

そ
の
理
由
を
考
え
る
た
め
に
、『
日
本
霊
異
記
』
に
延
暦
十
五
年
三
月
と
記
さ
れ
る
野

寺
法
要
で
施
暁
が
桓
武
天
皇
の
問
い
に
答
え
た
内
容
に
注
目
し
た
い
。
桓
武
天
皇
は
古
麿

が
「
佰
姓
之
物 

非
理
打
徴
」
た
罪
の
報
い
と
し
て
、
二
十
年
以
上
地
獄
で
苦
し
み
を
受

け
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
か
と
施
暁
に
問
い
、
施
暁
は
あ
り
う
る
と
答
え
て
い
る
。

前
述
の
梵
釈
寺
草
創
の
詔
と
は
、
因
果
応
報
思
想
を
持
つ
点
が
共
通
す
る
。
桓
武
天
皇
は
、

自
ら
が
創
立
し
た
梵
釈
寺
で
、
清
浄
の
僧
侶
に
修
行
さ
せ
る
結
果
（
因
果
応
報
）
と
し
て
、

皇
統
と
国
家
の
繁
栄
と
い
う
結
果
を
望
ん
で
い
た
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
百
姓
を
非
理
に

打
ち
徴
り
た
悪
行
の
結
果
（
因
果
応
報
）
と
し
て
、
地
獄
で
責
苦
に
あ
う
と
解
釈
さ
れ
る
。

こ
れ
を
聞
い
て
桓
武
天
皇
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
だ
ろ
う
か
。
桓
武
天
皇
は
か
つ
て
藤
原

種
継
暗
殺
事
件
に
関
わ
っ
た
と
し
て
、
実
弟
の
早
良
親
王
を
死
亡
さ
せ
て
い
る
。
も
し
悪

事
に
つ
い
て
も
自
身
に
良
く
な
い
結
果
が
因
果
応
報
と
し
て
起
こ
る
な
ら
ば
、
生
前
に
そ

れ
だ
け
の
罪
を
犯
し
た
自
身
は
死
後
も
非
常
に
長
期
間
地
獄
で
責
め
苦
を
味
わ
う
こ
と
に

な
る
と
理
解
し
た
だ
ろ
う
。
そ
の
代
償
と
し
て
写
経
や
法
会
を
行
う
と
い
う
方
法
が
あ
る

と
つ
な
が
る
が
、
桓
武
天
皇
は
自
身
に
長
期
間
の
地
獄
で
の
責
め
苦
を
、
応
報
と
し
て
予

言
す
る
よ
う
な
教
え
を
喜
ば
し
く
は
思
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
法
要
で
の

教
授
に
よ
っ
て
、
桓
武
天
皇
と
僧
綱
の
関
係
性
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

一
般
的
に
こ
の
時
点
で
桓
武
天
皇
は
そ
こ
ま
で
早
良
親
王
の
怨
霊
に
悩
ん
で
は
い
な
か
っ

た
と
さ
れ
る
が
、
一
人
の
人
間
と
し
て
何
か
し
ら
の
後
ろ
め
た
さ
は
抱
え
て
い
た
だ
ろ

う
。
そ
の
際
に
、
国
家
の
た
め
に
仕
事
を
し
た
結
果
、
地
獄
に
落
ち
た
実
例
を
肯
定
さ
れ

た
と
す
れ
ば
、
崇
め
る
べ
き
僧
侶
と
は
い
え
、
距
離
を
置
き
た
く
な
る
こ
と
は
容
易
に
想

像
で
き
る
。
地
獄
で
苦
し
む
こ
と
が
あ
り
う
る
と
解
説
す
る
施
暁
に
対
し
て
、
あ
る
程
度

の
不
信
は
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
時
期
の
日
本
に
お
い
て
仏
教
の
教
義
は
確
立
し
て
お
ら
ず
、
独
自
の
理
論
を
展
開

さ
せ
る
面
も
あ
る
一
方
で
、
中
国
で
は
自
明
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）46
（

。
前
述
の
『
類
聚
国
史
』
一
八
〇
諸

寺
及
び
一
八
二
寺
田
地
、
延
暦
十
四
年
九
月
己
酉
条
の
詔
で
、「
闡w

其
要q

者
仏
子
」
と
、

僧
侶
が
仏
教
の
要
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
と
述
べ
る
た
め
、
延
暦
十
四
年
時
点
で
「
要
」

の
確
立
し
た
教
義
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
桓
武
天
皇
は
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
同
時
に
世
間
に
広
く
存
在
す
る
因
果
応
報
思
想
を
も
認
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
お

そ
ら
く
は
悪
行
の
因
果
応
報
を
免
れ
得
る
新
た
な
考
え
方
を
欲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
、
僧
の
補
任
と
し
て
現
れ
た
の
が
、
延
暦
十
年
代
後
半
以
降
の
僧

綱
の
新
規
補
任
の
欠
如
と
、
施
暁
以
外
の
宗
派）47
（

の
内
供
奉
の
補）48
（

な
の
で
は
な
い
か
。

　

一
人
の
僧
の
奏
上
に
よ
っ
て
、
多
く
の
僧
へ
の
対
応
が
変
化
し
た
こ
と
は
、
奏
上
の
持

つ
有
意
味
性
と
僧
の
有
能
さ
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
施
暁
を
僧
綱
の
一
員
に

加
え
た
結
果
と
し
て
、
宗
教
面
に
お
い
て
施
暁
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
出
さ
れ

る
仏
教
政
策
に
理
念
（
仏
教
の
有
る
べ
き
姿
）
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
側
面
も
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
梵
釈
寺
の
詔
に
み
ら
れ
る
「
妙
果
勝
因
」
や
「
以w

茲
良
因q

」
な
ど
か
ら
、

そ
れ
は
仏
教
へ
の
善
行
に
よ
っ
て
、
自
ら
へ
も
善
い
こ
と
が
続
く
よ
う
に
祈
願
す
る
、
良

い
意
味
で
の
因
果
応
報
思
想
を
含
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
悪
行

に
は
悪
の
報
い
が
あ
る
と
い
う
因
果
応
報
も
あ
り
う
る
と
学
ん
だ
桓
武
天
皇
は
、
徐
々
に

施
暁
を
含
む
僧
綱
へ
冷
淡
と
言
え
る
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま

た
、
同
時
期
に
内
供
奉
に
補
さ
れ
た
最
澄
の
影
響
を
も
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
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推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
因
果
応
報
思
想
に
留
ま
ら
な
い
、
桓
武
天
皇
自
身
が
救
わ
れ

得
る
教
え
を
探
し
求
め
る
必
要
性
の
認
識
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
中
国
に
お
け
る
新
し
い
教

え
の
追
究
者
へ
の
支
援
や
優
遇
は
そ
の
有
力
な
一
手
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
一
つ
の
試
み

が
、
後
年
の
彼
ら
の
遣
唐
使
と
し
て
の
派
遣
な
の
で
は
な
い
か）49
（

。

　

こ
れ
ま
で
、
延
暦
年
間
後
半
の
仏
教
政
策
に
つ
い
て
は
、
最
澄
・
空
海
の
生
涯
と
桓
武

天
皇
の
関
係
性
が
叙
述
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
僧
綱
と
の
関
係
性
と
並
列
は
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
し
か
し
僧
綱
と
の
関
係
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
逆
照
射
的
に
最
澄
ら
が
抜
擢
さ

れ
た
理
由
の
一
端
を
も
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
理
由
の
一
つ
で
あ

ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
桓
武
天
皇
の
救
わ
れ
得
る
教
え
の
追
究
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

桓
武
天
皇
は
、
延
暦
十
年
代
前
半
ま
で
は
施
暁
を
始
め
と
す
る
僧
綱
と
そ
の
教
え
や
影
響

力
に
信
頼
を
置
き
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
た
。
し
か
し
、
延
暦
十
年
代
後
半
か
ら
の
、

治
世
最
後
の
十
年
間
は
僧
綱
と
距
離
を
取
り
始
め
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
善
悪
に
関
わ

ら
ず
、
自
身
の
し
た
行
い
の
報
い
が
自
身
に
返
る
、
因
果
応
報
思
想
へ
の
恐
れ
が
あ
っ
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
検
討
を
ま
と
め
る
。
第
一
節
で
は
延
暦
年
間
半
ば
の
賜
物
の
増
加
と
仏
教
政
策

の
関
り
に
つ
い
て
考
え
た
。『
類
聚
国
史
』
延
暦
十
一
年
正
月
庚
午
の
奏
上
を
機
に
、
給

を
住
居
に
支
給
し
て
も
ら
え
る
僧
侶
が
増
え
、
得
度
の
許
可
に
よ
り
、
渡
来
人
と
の
関
係

も
再
確
認
さ
れ
た
。
物
質
面
に
お
い
て
、
桓
武
の
仏
教
政
策
の
一
変
化
が
あ
っ
た
と
捉
え

ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
節
で
は
、
延
暦
十
一
年
正
月
以
降
の
延
暦
年
間
の
仏
教
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
、

桓
武
天
皇
と
僧
綱
の
関
係
性
に
注
目
し
て
論
じ
、
平
安
新
仏
教
と
の
連
関
を
も
示
し
た
。

桓
武
天
皇
は
、
延
暦
十
二
年
に
律
師
と
な
っ
た
施
暁
の
影
響
を
も
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
延
暦
十
四
年
の
梵
釈
寺
草
創
の
詔
は
、
積
極
的
に
国
家
が
仏
教
に
関
わ

る
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
延
暦
十
五
年
と
さ
れ
る
野
寺
の
法
会
前
後

に
お
い
て
、
悪
事
に
は
悪
い
報
い
も
あ
り
う
る
と
い
う
因
果
応
報
思
想
を
知
り
、
自
身
へ

の
救
い
の
な
さ
を
自
覚
し
た
こ
と
か
ら
、
僧
綱
へ
の
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
こ
と
が
推
定
さ

れ
る
。
延
暦
十
六
年
と
さ
れ
る
最
澄
の
内
供
奉
へ
の
任
命
は
、
身
近
に
仕
え
さ
せ
、
影
響

を
受
け
る
僧
が
変
化
し
た
こ
と
も
示
す）50
（

。
そ
こ
に
は
因
果
応
報
思
想
で
は
な
い
、
桓
武
自

身
を
救
い
う
る
教
え
を
追
究
す
る
目
的
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
先
に
最
澄
・

空
海
ら
の
延
暦
二
十
一
〜
二
十
四
年
の
遣
唐
使
と
し
て
の
派
遣
が
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
全

て
の
衆
生
が
救
わ
れ
る
（
悉
皆
成
仏
）
と
説
く
、
平
安
新
仏
教
確
立
の
素
地
と
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
こ
れ
ま
で
は
最
澄
や
空
海
が
持
ち
帰
っ
た
教
え
が
、
願
う
衆
生
全
て
の
救

済
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
前
段

階
と
し
て
、
桓
武
天
皇
の
仏
教
と
そ
の
教
え
の
追
究
へ
の
関
心
が
存
在
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
最
澄
と
空
海
は
遣
唐
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

桓
武
天
皇
は
治
世
の
後
半
に
お
い
て
仏
教
を
護
り
、
仏
教
界
へ
物
質
面
の
充
実
を
は
か

る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
施
暁
と
い
う
僧
が
関
わ
っ
て
お
り
、
彼
に
よ
っ
て
桓
武
天

皇
が
認
識
す
る
こ
と
に
な
っ
た
新
た
な
教
え
の
追
究
の
必
要
性
の
認
識
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
筆
者
は
政
治
を
動
か
し
得
た
人
間
関
係
に
着
目
し
て
研
究
を
す
す
め
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
本
稿
で
も
特
に
桓
武
天
皇
と
僧
綱
の
関
係
性
に
着
目
し
て
、
仏
教
政
策

の
変
遷
を
辿
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
但
し
、
政
治
や
政
策
は
他
の
要
因
で
動
く
も
の
で
も

あ
る
た
め
、
論
じ
残
し
も
多
い
と
考
え
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（1
）　

川
尻
秋
生
岩
波
新
書
一
二
七
五
『
平
安
京
遷
都
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
）、
川
尻
秋
生
『
全

集　

日
本
の
歴
史　

第
四
巻　

揺
れ
動
く
貴
族
社
会
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
八
）
で
は
、
延
暦
年

間
前
半
の
冷
遇
と
、
後
半
の
そ
の
傾
向
の
鈍
化
の
説
明
の
後
、
最
澄
と
空
海
の
生
涯
と
事
績
の
解

説
を
行
う
。
本
郷
真
紹
「
Ⅳ
奈
良
仏
教
と
民
衆
」（
日
本
の
時
代
史
四
、
佐
藤
信
『
律
令
国
家
と

天
平
文
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
））
で
は
、「
む
ろ
ん
、
桓
武
は
闇
雲
に
仏
教
の
統
制
を

推
進
し
た
わ
け
で
な
く
、
一
方
で
山
林
修
行
を
い
っ
そ
う
奨
励
し
、
山
背
・
近
江
国
境
近
く
に
梵

釈
寺
を
建
立
す
る
な
ど
、
律
令
制
発
足
当
時
の
仏
教
と
の
関
係
を
再
構
築
す
る
よ
う
な
政
策
を
相

次
い
で
実
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
仏
教
に
求
め
ら
れ
た
役
割
は
、
も
っ
ぱ
ら
鎮
護

国
家
に
繋
が
る
現
世
利
益
の
功
徳
を
導
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
活
動
に
対
す
る
援
助
は
惜

し
ま
ず
払
わ
れ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
や
が
て
こ
の
ラ
イ
ン
か
ら
最
澄
の
登
場
を

導
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。」
と
解
説
す
る
。

（
2
）　

多
田
伊
織
「『
日
本
霊
異
記
』
の
時
代
」（『
日
本
霊
異
記
と
仏
教
東
漸
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
）。

但
し
取
り
扱
う
史
料
は
全
て
延
暦
四
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

（
3
）　

川
尻
秋
生
岩
波
新
書
一
二
七
五
『
平
安
京
遷
都
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
）
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（
4
）　

経
済
面
で
の
優
遇
と
は
、
国
家
か
ら
の
何
ら
か
の
賜
物
や
施
入
が
あ
る
な
ど
、
寺
・
僧
の
財
産

が
増
え
る
と
読
み
取
れ
る
も
の
で
あ
り
、
経
済
面
で
の
冷
遇
と
は
、
国
家
に
よ
っ
て
、
既
得
権
益

と
さ
れ
て
い
た
財
産
が
規
制
・
削
減
さ
れ
る
な
ど
、
寺
・
僧
の
財
産
が
減
る
と
読
み
取
れ
る
も
の

を
指
す
。

（
5
）　

高
橋
丈
夫
「
桓
武
朝
の
仏
教
政
策
に
つ
い
て
」（『
史
元
』
一
九
六
六
）

（
6
）　

舟
ケ
崎
正
孝
「
法
令
上
か
ら
み
た
光
仁
・
桓
武
朝
の
仏
教
対
策
傾
向
」（『
国
家
仏
教
変
容
過
程

の
研
究
│
官
僧
体
制
史
上
か
ら
の
考
察
│
』
雄
山
閣
、
一
九
八
五
。
初
出
は
、「
法
令
上
か
ら
見

た
光
仁
・
桓
武
朝
の
仏
教
情
勢
│
僧
尼
の
資
質
問
題
中
心
の
考
察
│
」（『
生
活
文
化
研
究
』
第
十

三
冊
、
一
九
六
五
））

（
7
）　

堀
裕
「
平
安
新
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
」（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
第
四
巻
古
代
四
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
五
）

（
8
）　

朝
枝
善
照
「
桓
武
朝
の
仏
教
政
策
」（
朝
枝
善
照
『
日
本
古
代
仏
教
受
容
の
構
造
研
究
』（
永
田

文
昌
堂
、
二
〇
〇
九
）
初
出
は
、「
桓
武
朝
延
暦
年
間
の
仏
教
政
策
に
つ
い
て
」（『
龍
谷
史
壇
』

第
七
十
号
、
一
九
七
五
）。
朝
枝
氏
の
著
作
に
は
以
下
が
あ
る
。
朝
枝
善
照
『
平
安
初
期
仏
教
の

研
究
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
〇
）、
朝
枝
善
照
『
日
本
仏
教
の
伝
道
』（
永
田
文
昌
堂
、
二
〇

〇
二
）、
朝
枝
善
照
『
日
本
古
代
仏
教
受
容
の
構
造
研
究
』（
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
九
）

（
9
）　

川
尻
秋
生
『
全
集　

日
本
の
歴
史　

第
四
巻　

揺
れ
動
く
貴
族
社
会
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
八
）

（
10
）　

本
郷
真
紹
氏
は
「
依
然
と
し
て
天
皇
が
仏
教
興
隆
の
主
導
権
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
は
、
最
澄

や
空
海
が
天
皇
と
の
関
係
を
通
じ
て
天
台
・
真
言
両
宗
の
基
盤
を
確
立
し
、
ま
た
こ
の
両
宗
が
や

は
り
王
権
と
の
関
係
を
媒
介
と
し
て
漸
次
教
団
の
体
制
を
整
え
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
に
表
れ
て

お
り
、
む
し
ろ
王
権
の
選
択
・
意
向
に
よ
っ
て
新
た
な
律
令
国
家
仏
教
の
体
制
へ
の
志
向
が
打
ち

出
さ
れ
た
と
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。」
本
郷
真
紹
「
光
仁
・
桓

武
朝
の
国
家
と
仏
教
│
早
良
親
王
と
大
安
寺
・
東
大
寺
」（『
律
令
国
家
仏
教
の
研
究
』（
法
蔵
館
、

二
〇
〇
五
）。
初
出
は
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
国
家
と
仏
教
│
早
良
親
王
と
大
安
寺
・
東
大
寺
」（『
仏

教
史
学
研
究
』
三
四
（
一
）
一
九
九
一
）
と
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
王
権
の

選
択
が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

（
11
）　

林
陸
朗
「
桓
武
朝
論
」（『
桓
武
朝
論
』
古
代
史
選
書
七
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
四
）。
初
出

は
『
國
學
院
短
期
大
学
紀
要
』
十
一
、
一
九
九
三
）

（
12
）　

小
林
崇
仁
氏
「
施
暁
と
梵
釈
寺
」（『
蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
紀
要
』
一
、
二
〇
〇
八
）
は
、「
山

林
修
行
を
実
践
し
た
当
事
者
で
あ
る
僧
尼
の
信
念
や
目
的
意
識
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
護
持
し
た
為

政
者
の
仏
教
信
仰
と
い
う
視
点
ま
で
踏
み
込
ん
だ
考
察
は
必
ず
し
も
充
分
と
は
い
え
な
い
」
現
状

が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
光
仁
期
に
続
い
て
、
桓
武
期
に
お
い
て
も
仏
者
が
修
道
に
務
め
る

こ
と
に
よ
り
、
天
下
が
安
寧
で
あ
る
と
の
考
え
方
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
、
光
仁
期
よ
り
理
念

に
基
づ
く
事
例
は
頻
繁
に
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
仏
教
に
関
し
て
よ
り
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
と
す
る
。

（
13
）　

こ
こ
で
本
稿
が
扱
っ
た
延
暦
年
間
の
史
料
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
く
。
延
暦
十
一
年
一
月
か

ら
延
暦
十
五
年
六
月
、
延
暦
十
六
年
四
月
か
ら
延
暦
十
七
年
十
二
月
、
延
暦
十
九
年
一
月
か
ら
延

暦
二
十
二
年
十
二
月
は
『
日
本
後
紀
』
延
暦
年
間
部
分
の
欠
失
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
大
き
な
制

約
が
存
在
す
る
と
い
え
る
。
更
に
こ
の
時
期
は
国
史
も
『
続
日
本
紀
』（
延
暦
十
年
ま
で
）
か
ら

『
日
本
後
紀
』（
延
暦
十
一
年
以
降
）
へ
と
変
化
し
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
出
現
史
料
の
性

格
の
違
い
と
い
う
理
由
も
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
日
本
後
紀
』
の

残
存
部
分
か
ら
推
測
す
る
に
、
無
視
し
う
る
だ
ろ
う
。『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
正
月
癸
未

条
や
丁
亥
条
に
も
詔
勅
は
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
る
例
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
戊
戌
条
は
、『
類
聚
国

史
』
一
八
〇
諸
寺
・
一
八
二
寺
田
地
の
内
容
が
、『
類
聚
三
代
格
』
二
の
太
政
官
符
、
及
び
『
弘

仁
格
抄
』
十
四
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
記
述
の
異
同
は
、
主
語
と
具
体
例
（
賜
与
さ
れ
た
水
田

の
場
所
）
の
み
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、『
日
本
後
紀
』・『
類
聚
国
史
』・『
類
聚
三
代
格
』
の
記
事

は
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
詔
勅
や
理
念
を
示
す
部
分
に
つ
い
て
省
略
が
行

わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。『
類
聚
三
代
格
』
は
延
暦
十
年
の
境
を
考
慮
せ
ず
に
、
編
纂
時

点
で
重
要
と
考
え
ら
れ
た
法
令
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
た
め
、『
続
日
本
紀
』
と
『
日
本
後
紀
』

を
通
し
て
同
一
基
準
で
記
事
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
14
）　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
版
『
続
日
本
紀
』
五
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
）
の
解
説
に
よ
る
。
こ

の
解
説
で
は
僧
綱
を
含
む
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、『
日
本
後
紀
』
講
談
社
学
術
文
庫
（
講
談
社
、

二
〇
〇
六
）
の
解
釈
で
は
所
司
は
僧
綱
を
含
む
と
解
釈
し
て
い
る
。
以
下
、『
続
日
本
紀
』
と
『
日

本
後
紀
』
は
基
本
的
に
以
上
の
二
史
料
を
基
本
と
し
て
、
訓
点
を
付
け
る
。『
類
聚
三
代
格
』
に

つ
い
て
は
国
史
大
系
を
利
用
し
て
い
る
。

（
15
）　

桓
武
天
皇
に
と
っ
て
僧
綱
は
所
司
で
あ
り
続
け
た
の
か
は
、
一
人
一
人
の
僧
綱
に
つ
い
て
検
証

す
べ
き
で
あ
る
た
め
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。

（
16
）　

西
口
順
子
「
梵
釈
寺
と
等
定
」（『
史
窓
』
三
六
、
一
九
七
九
）

（
17
）　
『
類
聚
国
史
』
に
は
百
し
か
な
い
が
、
姓
の
字
を
補
う
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

（
18
）　

本
寺
と
山
林
修
行
の
場
所
が
明
ら
か
な
僧
に
対
し
て
、
当
該
条
前
に
本
寺
、
後
に
修
行
場
で
の

給

を
受
け
た
木
簡
が
見
つ
か
れ
ば
、
個
別
に
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

（
19
）　

薗
田
香
融
「
古
代
仏
教
に
お
け
る
山
林
修
行
と
そ
の
意
義
│
特
に
自
然
智
宗
を
め
ぐ
っ
て
│
」

（
薗
田
香
融
『
平
安
仏
教
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
一
九
八
一
）
所
収
。
初
出
は
『
南
都
仏
教
』
四
、

一
九
五
七
。
同
文
が
『
日
本
名
僧
論
集
』
第
三
巻　

空
海
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
）
に
も
収

め
ら
れ
る
）
や
、
薗
田
香
融
「
草
創
期
室
生
寺
を
め
ぐ
る
僧
侶
の
動
向
」（『
平
安
仏
教
の
研
究
』

（
法
蔵
館
、
一
九
八
一
）。
初
出
は
、『
読
史
会
創
立
五
十
周
年
記
念
国
史
論
集
』
一
九
五
九
）
に

も
あ
る
。

（
20
）　

小
林
崇
仁
「
施
暁
と
梵
釈
寺
」（『
蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
紀
要
』
一
、
二
〇
〇
八
）

（
21
）　

施
暁
の
奏
上
が
桓
武
天
皇
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、『
類
聚
国
史
』
一
八
六
施
物
僧　

延
暦

十
一
年
二
月
乙
卯
条
（
表
二
、
三
五
）
に
、「
大
蔵
省
奏
請
。
頃
年
所
施w

善
珠
法
師q

絁
綿
類
。
以w

法
師
辞
而
不o

受
。
物
実
在p

省
。
伏
望
依p

数
返-w

納
官
庫z

上
聞
而
驚
焉
。」
と
あ
り
、
国
か
ら

の
給
粮
を
受
け
取
ら
な
い
善
珠
に
驚
い
た
と
あ
る
。
仏
教
者
は
給
粮
さ
れ
た
い
（
も
し
く
は
必
要
）

と
の
理
解
は
、
ひ
と
月
前
の
施
暁
の
奏
上
が
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
実
際
、
正
月
の
施
暁

の
奏
上
を
受
け
て
下
さ
れ
た
命
令
に
よ
っ
て
、
僧
侶
へ
の
官
物
が
改
め
て
調
査
さ
れ
、
二
月
に
善
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珠
法
師
が
近
年
施
物
の
絁
綿
類
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

受
け
取
ら
れ
て
い
な
い
絁
綿
類
を
官
庫
に
返
納
し
た
い
と
大
蔵
省
が
奏
し
た
こ
と
を
聞
い
て
、
桓

武
天
皇
が
驚
い
た
た
め
、
善
珠
は
例
外
的
に
施
物
を
必
要
と
し
な
い
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
善
珠
は
『
僧
綱
補
任
』
と
『
七
大
寺
年
表
』
に
よ
る
と
、
延
暦
元
年
か
ら
十
六
年
ま
で
僧
綱

の
最
上
位
で
あ
る
僧
正
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
皇
太
子
の
病
気
を
祈
祷
に
よ
っ
て
治
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
僧
正
に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
る
。『
元
亨
釈
書
』
に
は
藤
原
宮
子
の
蘗
子
で
あ
り
、
幼
い
頃

魯
鈍
で
あ
っ
た
こ
と
を
恥
じ
て
、
唯
識
宗
を
学
び
、
因
明
論
を
学
ん
だ
と
あ
る
。
広
く
三
蔵
を
該

え
た
と
さ
れ
、
延
暦
十
六
年
正
月
に
皇
太
子
の
病
に
侍
り
四
月
に
亡
く
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
た

め
、
延
暦
十
六
年
の
み
僧
正
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
僧
綱
と
し
て
の
勤
務
実
態
が
伴
わ
な
か
っ
た

と
さ
れ
る
僧
で
も
あ
る
。『
元
亨
釈
書
』
は
鎌
倉
時
代
の
編
纂
で
あ
る
た
め
、
信
憑
性
は
落
ち
る

が
、
も
し
本
当
に
宮
子
の
蘗
子
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
経
済
的
に
余
裕
が
あ
る
立
場
で
あ
り
、
施
物

を
返
納
し
て
も
困
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
『
日
本
霊
異
記
』「
智
行
並
具
禅
師
重
得w

人
身
生
国
皇
之
子q

縁　

第
三
十
九
」
に
は
善
珠
が
死
後
に
桓
武
天
皇
の
皇
子
に
生
ま
れ
変
わ
っ

た
と
い
う
伝
説
を
載
せ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
行
い
が
清
く
正
し
い
僧
侶
は
天
皇
家
の
子
供
と
し
て

生
ま
れ
ら
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
、
善
珠
は
例
え
国
家
か
ら
の
給
付
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
托
鉢

以
外
の
施
物
を
受
け
取
る
こ
と
を
是
と
し
な
か
っ
た
僧
侶
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
22
）　

佐
伯
有
清
『
若
き
日
の
最
澄
と
そ
の
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
）。
但
し
、
飢
饉
は
延

暦
年
間
前
半
も
頻
発
（
元
・
三
・
四
・
八
・
九
・
十
年
）
し
て
お
り
、
特
に
前
年
の
み
を
取
り
上

げ
る
こ
と
は
無
意
味
と
考
え
る
。

（
23
）　

村
尾
次
郎
『
桓
武
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
）。
こ
の
中
で
村
尾
氏
は
、
山
背
国
の
民

が
熱
心
に
祈
っ
た
の
は
、
そ
の
土
地
が
桓
武
天
皇
の
出
身
地
で
あ
っ
た
た
め
と
推
測
し
て
い
る
。

（
24
）　

井
上
満
郎
『
桓
武
天
皇
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
）
で
は
、
村
尾
氏
の
説
を
検
討
し

た
結
果
、
村
尾
氏
の
見
解
に
従
っ
て
い
る
。

（
25
）　

西
本
昌
弘
「
平
安
京
野
寺
（
常
住
寺
）
の
諸
問
題
」（
角
田
文
衛
監
修
『
仁
明
朝
史
の
研
究
│

承
和
転
換
期
と
そ
の
周
辺
│
』（
古
代
学
協
会
編
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
））
は
当
該
条
か
ら

施
暁
は
山
背
国
秦
氏
の
出
身
と
推
定
し
て
い
る
。

（
26
）　
『
僧
綱
補
任
』
は
『
大
日
本
仏
教
全
書
・
興
福
寺
叢
書
一
』
を
使
用
し
た
。
中
に
収
め
ら
れ
て

い
る
興
福
寺
所
蔵
全
六
巻
の
も
の
を
基
本
に
、
湊
敏
郎
「『
僧
綱
補
任
』
巻
第
一
の
校
訂
」（『
続

日
本
紀
研
究
』
二
九
三
、
一
九
九
五
）
の
校
訂
を
参
照
し
た
。

（
27
）　
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
三
月
丁
亥
条
の
十
禅
師
の
一
人
。

（
28
）　
『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
二
年
二
月
二
十
日
条
に
も
、
任
官
と
任
僧
綱
が
あ
っ
た
記
載
が
あ
る
。

（
29
）　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
六
年
正
月
辛
丑
条
に
も
、
同
内
容
の
記
載
が
あ
る
。

（
30
）　

佐
久
間
竜
「
賢
璟
」（
佐
久
間
竜
『
日
本
古
代
僧
伝
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
）。
佐

久
間
竜
氏
は
、
賢
璟
を
桓
武
天
皇
と
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
と
す
る
。

（
31
）　
『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
二
年
正
月
甲
午
条
に
藤
原
小
黒
麻
呂
と
紀
古
佐
美
ら
を
土
地
の
様
子
を

観
察
さ
せ
る
た
め
に
派
遣
し
た
記
事
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
賢
璟
の
名
前
は
な
い
が
、『
濫
觴
抄
』

に
は
賢
璟
の
名
も
見
え
る
。

（
32
）　

前
掲
註
二
十
三
・
二
十
四
の
新
書
に
よ
る
。

（
33
）　

堀
池
春
峰
氏
は
、「
宀
一
山
図
」
と
室
生
寺
」（『
南
都
仏
教
史
の
研
究
』
下
〈
諸
寺
編
〉
法
蔵
館
、

一
九
八
二
）
に
お
い
て
、
賢
璟
に
風
水
的
な
能
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
「
室
生
寺

の
歴
史
」（
同
前
）
で
は
賢
璟
の
事
績
に
つ
い
て
詳
述
し
、
皇
太
子
時
代
の
桓
武
天
皇
と
の
関
係

性
を
述
べ
る
。
ま
た
井
上
満
郎
氏
も
賢
璟
の
風
水
的
な
知
見
が
平
安
京
遷
都
に
利
用
さ
れ
た
と
し

て
い
る
。

（
34
）　

前
掲
註
十
九
の
薗
田
香
融
「
草
創
期
室
生
寺
を
め
ぐ
る
僧
侶
の
動
向
」（『
平
安
仏
教
の
研
究
』

（
法
蔵
館
、
一
九
八
一
）。
初
出
は
、『
読
史
会
創
立
五
十
周
年
記
念
国
史
論
集
』
一
九
五
九
）、
前

掲
註
三
十
の
佐
久
間
竜
「
賢
璟
」（
佐
久
間
竜
『
日
本
古
代
僧
伝
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九

八
三
）、
前
掲
註
三
十
三
の
堀
池
春
峰
「
宀
一
山
図
」
と
室
生
寺
」
と
「
室
生
寺
の
歴
史
」（『
南

都
仏
教
史
の
研
究
』
下
〈
諸
寺
編
〉
法
蔵
館
、
一
九
八
二
）

（
35
）　

前
掲
註
二
十
、
小
林
崇
仁
「
施
暁
と
梵
釈
寺
」（『
蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
紀
要
』
一
、
二
〇
〇
八
）

（
36
）　

同
文
が
『
類
聚
国
史
』
一
八
六
僧
尼
雑
制
に
も
あ
る
。

（
37
）　
『
日
本
霊
異
記
』
の
下
巻
三
五
縁
は
、
真
福
寺
本
を
底
本
と
し
て
、
前
田
家
本
を
対
校
本
と
す

る
の
が
適
切
と
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
十
『
日
本
霊
異
記
』（
小
学
館
、

一
九
九
五
）
に
依
っ
た
。
ま
た
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
霊
異
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
）

も
合
わ
せ
て
参
照
し
た
。

（
38
）　

前
掲
註
二
十
の
小
林
崇
仁
「
施
暁
と
梵
釈
寺
」（『
蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
紀
要
』
一
、
二
〇
〇
八
）

で
は
、
延
暦
年
間
に
、
天
皇
主
催
の
法
会
に
講
師
と
し
て
呼
ば
れ
得
る
立
場
の
僧
頭
で
名
が
「
施

○
」
と
い
う
人
物
が
施
暁
し
か
い
な
い
こ
と
か
ら
、「
施
皎
」
は
「
施
暁
」
と
推
定
す
る
。
本
稿

で
も
従
い
た
い
。
ま
た
、
寺
川
真
知
夫
「
説
話
と
事
実
」（『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
の
研
究
』

和
泉
書
院
、
一
九
九
六
。
初
出
は
、『
同
支
社
国
文
学
』
第
九
号
、
一
九
七
四
）
で
は
、
武
田
祐

吉
『
日
本
古
典
全
書
・
日
本
霊
異
記
』
頭
注
等
（
一
九
五
〇
）
を
参
考
に
「
施
皎
」
は
「
施
暁
」

と
推
定
す
る
。

（
39
）　

前
掲
注
三
十
八
の
寺
川
真
知
夫
「
説
話
と
事
実
」（『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
の
研
究
』
和
泉

書
院
、
一
九
九
六
。
初
出
は
、『
同
支
社
国
文
学
』
第
九
号
、
一
九
七
四
）
で
は
、『
日
本
霊
異
記
』

の
下
巻
三
五
縁
を
素
材
と
し
て
、
登
場
人
物
の
実
在
性
や
、
史
実
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。

（
40
）　

堀
裕
「
平
安
新
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
」
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
第
四
巻
古
代
四
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
五
）

（
41
）　

但
し
、『
僧
綱
補
任
』
の
誤
り
等
で
、
延
暦
二
十
二
年
に
没
し
た
場
合
は
、『
日
本
後
紀
』
の
欠

失
部
分
で
あ
る
た
め
、
疑
問
は
生
じ
な
い
。

（
42
）　

前
掲
註
二
十
の
小
林
氏
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
43
）　

菅
野
朝
臣
真
道
は
、
前
出
の
『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
三
五
縁
で
、
古
麻
呂
の
地
獄
で
の
窮
状
を

奏
上
し
た
人
物
。
石
川
朝
臣
河
主
も
、
後
年
還
俗
し
て
官
に
仕
え
た
と
卒
伝
（『
類
聚
国
史
』
六

六
薨
卒
及
び
、『
日
本
紀
略
』
天
長
七
年
十
二
月
丁
卯
条
）
に
あ
る
た
め
、
両
人
と
も
仏
教
に
詳

し
い
官
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
44
）　

永
忠
は
宝
亀
年
間
に
入
唐
し
、「
延
暦
季
帰
朝
」
と
『
僧
綱
補
任
』
に
あ
る
が
、
同
時
に
延
暦
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三
年
か
ら
律
師
を
つ
と
め
、
延
暦
十
六
年
に
少
僧
都
に
昇
進
し
た
と
あ
る
。
留
学
な
ど
で
生
死
不

明
の
人
物
を
律
師
に
任
ず
る
こ
と
は
考
え
難
い
の
で
、「
宝
亀
季
」
か
「
延
暦
初
」
に
帰
朝
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

（
45
）　

律
宗
の
如
宝
と
い
う
僧
は
渡
来
人
で
あ
り
、
施
暁
以
外
で
は
唯
一
、
延
暦
年
間
に
お
け
る
奏
上

者
と
し
て
名
が
残
る
僧
で
あ
る
。
奏
上
内
容
は
唐
招
提
寺
の
優
遇
で
あ
り
、
認
可
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
部
分
に
も
桓
武
天
皇
の
中
国
に
お
け
る
新
し
い
仏
教
教
義
へ
の
思
い
が
現
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
46
）　

上
島
享
「
平
安
仏
教　

空
海
・
最
澄
の
時
代
」（
吉
川
真
司
編
『
日
本
の
時
代
史
五
平
安
京
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
）

（
47
）　

延
暦
十
六
年
時
点
の
僧
綱
と
そ
の
宗
派
を
確
認
す
る
と
、
行
賀
（
法
相
）・
等
定
（
華
厳
）・
永

忠
（
不
明
）・
施
暁
（
法
相
）・
勝
虞
（
法
相
）・
如
宝
（
律
）・
善
謝
（
法
相
）・
善
藻
（
不
明
）

で
あ
る
。
多
く
は
施
暁
と
同
じ
法
相
宗
の
僧
侶
で
あ
る
。
当
時
、
一
番
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
法
相

宗
で
あ
る
が
、
桓
武
天
皇
は
延
暦
十
年
代
後
半
に
は
繰
り
返
し
、
年
分
度
者
人
数
の
堅
持
を
指
示

す
る
詔
勅
を
出
し
て
い
る
。

（
48
）　

具
体
的
に
は
最
澄
の
こ
と
を
指
す
。『
叡
岳
要
記
』
に
は
、
延
暦
十
六
年
に
最
澄
が
内
供
奉
に

補
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
内
供
奉
十
禅
師
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
垣
内
和
孝
「
内
供
奉
十
禅

師
の
再
検
討
」（『
古
代
文
化
』
四
十
五
（
五
）、
一
九
九
三
）
に
詳
し
い
。

（
49
）　

最
澄
ら
が
唐
よ
り
持
ち
帰
っ
た
思
想
の
中
に
悉
皆
成
仏
（
望
む
人
間
は
皆
成
仏
で
き
る
）
が
あ

る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
崩
御
直
前
の
桓
武
天
皇
を
大
い
に
勇
気
づ
け
た
と
想
定
さ
れ
る
。
晩
年
の

最
澄
の
急
激
な
桓
武
天
皇
と
の
接
近
と
も
関
連
す
る
と
考
え
る
。

（
50
）　

既
存
勢
力
へ
の
対
抗
と
い
う
面
も
考
察
す
べ
き
だ
が
、
藤
原
氏
の
動
向
や
政
治
状
況
等
、
他
に

考
察
す
べ
き
こ
と
が
多
く
な
る
た
め
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。
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Evolution of the Policy of Buddhism (仏教政策) during the Enryaku Period (延暦年間)
～ relations between Emperor Kanmu (桓武天皇) and Segyo (施暁) ～

Mio NAMBA

　This paper follows the transformation of the Policy of Buddhism in the Enryaku Period (延暦年間) under its 
leader, Emperor Kanmu.
　Emperor Kanmu is generally known that he took cold treatment while on his Imperial Throne. Recently, he has 
been reported to change his attitude to Buddism especially in his later years, as he feared the vengeful spirit of his 
brother, Prince Sawara (早良親王).
　A remarkable point to consider is a proposition (奏上) aboot treatments of monks, by Segyo (施暁, a bishop) in 
15th January Enryaku11 (延暦 11年, 792)、written in Ruiju-Kokusi (類聚国史 distill of Rikkokusi (六国史)). 
The first half of this paper discusses the importance and significance of the proposition; the second half discusses 
the relationship between Kanmu and Segyo (and the other bishops) after the proposition.
　After the proposition, tributes to monks and temples increased and the relationship between Kanmu and Segyo 
(and the other bishops) became amicable. Kanmu issued a number of detailed orders relating Buddhism, reffering 
to “ideal monk”.
　In Nihon-Ryōiki (日本霊異記), four years later, at a big memorial service for Ohtomo Komaro (大伴古麿) in 
Nodera (野寺), Segyo taught Kanmu that after a bad person died, especially severe punishments would happen to 
them (因果応報). Subsequently, Kanmu seems to readopt his colder attitude to the bishops, in Nihon-kōki (日本後
紀).
　Simultaneously, Saicho (最澄) formed a close relationship with Kanmu. Saicho anxiously hoped for seeking a 
developed doctrine of Buddhism. At that time, Japanese Buddhism doctrines had fallen behind the Chinese. 
Therefore, Kanmu dispatched Saicho (and Kukai (空海)) to China, searching new doctrines which could redeem 
Kanmu himself.
　This paper concludes that Heian-Shinbukkyo (平安新仏教) was introduced by the demand for Kanmu’s 
redemption. Kanmu’s relationships not only with Saicho (and Kukai) but also with bishops such as Segyo explain 
why Kanmu dispatched Saicho to China and imported Heian-Shinbukkyo to Japan in the early Heian-era (平安時
代).


